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家畜改良技術センター全景

卵巣より未熟卵子の採取
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家畜改良技術センター

・シ-

体外受精生産和牛

展示共励会

血液型検査試料の受付

溶血反応検査システム（当団で開発）

（本文24頁~25頁）



地域の動き＠ （本文35頁~39頁）

都市残澄と酪農経営
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春座談云

動物ゲノム研究の現状と課題

1991年は，「DNA」とか「ゲノム」という文字が研究報告のみならず犯罪捜査からDNAを根拠

とする運命論までマスコミ全般をにぎわした年でした。

「DNA」という文字自体は， 1953年（昭和28年）にワトソンらにより二重らせん構造が明らか

にされて以来，決して珍しいものではなかったのですが，身近なところでの利用が注目され始め

たということで，昨年は画期的な年であ ったと 言うことができるかも知れません。

畜産技術協会でも， 7月に「家畜遺伝子に係る技術開発シンポジウム」を開催し，これらの話

題を提供申し上げたところですが，新年を迎えるに当たり改めて専門の研究者を中心に座談会を

開催し，最近の状況等についてお話を項きましたので，紙上で御紹介致します。

ー多忙中にもかかわらず御出席項いた皆様に厚く御礼申し上げます。 （畜産技術編集委員会）

出席者各位（五十音順，敬称略）

板原隆夫農林水産省家畜改良センター 関川賢二農林水産省家畜衛生試験場

企画調整室長 研究第 2部生物物理研究室長

千国幸一農林水産省食品総合研究所 向山明孝警察庁科学警察研究所

索材利用部蛋白索材研究室長

村松 晋農林水産省畜産試験場育種部長

（司会）

結城 惇雪印乳業（株生物化学研究所

発生工学グループ

村松：お忙しいところ皆様に

は遠方よりお集り項きまして有

難うございます。ただ今から動

が健康を保持し，家畜の生産能力をより向上

させるための基礎として生物機能に関する家

畜の形質，遺伝子，その集合体である家畜ゲ

ノムの研究が重要であることは衆知のことで

あります。人のゲノム解析は非常に大規模に

展開しておりますが，家畜の遺伝子の研究が

どうなっているかについてはあまり知られて

おりません，皆様方はいろいろの領域で活躍

されておられますので，先ずは，家畜のゲノ

法医第 2研究室長

安江 博農林水産省畜産試験場育種部

遺伝子機能研究室長

横山 政廣農林水産省畜産局家畜生産課

生産技術班担当課長補佐

ム研究について各先生の御専門の所からご意

見を出して項ければと思います。

‘‘ゲノム研究の重要性”

安江：人のゲノム解析が先行

していると言われましたが，ど

れくらい先行しているか簡単に

申し上げます。人の遺伝病は約

2000程あり，その遺伝解析が進

められてきております。 1980年

に入って，その遺伝子解析，退伝子のクロー

ニングもできるようになりましたので，急速

に遺伝病解析のためのマーカー遺伝子の解析

が進められてきました。例えば，人の場合，

1979年代には345,1989年には4831の遺伝子が

判っており，この10年間に10倍以上の遺伝子

畜産技術 1992年 1月号 。



が判ってきました。このマーカー遺伝子を利用

して，遺伝病の発症，或いは癌の発症，さらに遺

伝子治療に結びつけていこうとしています。

家畜についてみると，豚では42, 牛では

141, 馬では25,鶏では28の遺伝子が同定され

ています。経時的にみると，豚では1972年に

は5, それが1990年には42ということで増え

方が比較的にゆっくりしています。

村松：人のゲノム研究技術はかなり基礎に

なって参りますが，向山先生どうでしょうか。

向山：私どもがDNA解析を

行う目的は，いま安江さんが云

われたように，遺伝病の解析，

癌遺伝子或いはその発現機構，

病気と違った正常な形質がどの

ような形で発現されてくるかと

いう基本的な解析であり，また，個体識別と

いった方面での遺伝子の解析ですが，現実に

それらの研究成果の幾つかは実用化されてき

ています。遺伝病は別として，個体識別利用

を考えてみますと， DNA解析が進むのに伴っ

ていろいろなDNAマーカーや分析法が出て

きていますが，その主体は， DNA多型という

現象をとらえることにあります。このDNA多

型については幾つかの考え方があり， 1つに

は所謂エクソン部分とイントロン部分に分け

て，前者のある特定の形質支配をするDNA部

分の多型性，後者のそれらの遺伝子と遺伝子

をつないでいるDNA部分の多型について研

究がなされています。例えば，エクソン部分

における多形性ということから考えると酵素

やその他のタンパク質のアミノ酸配列を規程

している構造遺伝子のDNA部分の 1個所或

いは 2個の塩碁置換が生じて遺伝的変異が起

こっている場合， DNA制限酵索を用いて，そ

れらの変異をDNA断片長多型 (RFLP)とし

てとらえる方法（これをサイトポリモルフィ

ズムと呼んでいます）や組織適合性抗原を支

配している遺伝子のうち， HLADQa座位の

ように数か所或いは十数個所にわたって塩甚

配列の置換が起こっている箇所について，

R 畜産技術 1992年 1月号

DNA合成酵索連鎖反応すなわちPCR法を使

ってそれぞれ増輻し， ドットハイブリタイゼ

イション法によってそれらの多型性を検出し，

利用しています。 一方イントロン部分の多型

性ということから考えると，ある特定の繰り

返し配列部分の多型性が利用されています。

ゲノムの90%以上が繰り返し配列と云われて

います。この繰り返し配列 (VNTR)の解析

を行い，繰り返し配列数の相違を多型性とし

てとらえ，個体識別に利用しています。例え

ば2塩基程度の繰り返し配列から数百，ある

いは数千 (bp=ベースペア）列の多型性を使

ってみようと，試みられています。また同時 l

に，今後それぞれの時代に発達した検査法に

よって，今まで出来なかった多型性をみるこ

とも可能となるでしょうし，現在使っている

DNAマーカーよりも優れたものが数多く出

てくるのではないかと考えています。

村松：人の方では研究手法の発達によって

遺伝子の発現機構も細かく判ってきているよ

うです。

結城：私は今哺乳動物の遺伝

子操作をやっております。いわ

ゆるトランスジェニックアニマ

ルといわれる遺伝子導入動物の

作出です。この方法は動物を掛

け合わせる遺伝子導入方法とは

違いまして，試験管内で調整されたDNAを動

物の核の中へ細い針で導入します。遺伝子の

構造との関係で話題になりますのは，遺伝子

の発現と染色体の構造との関係です。構造遺

伝子があって，そのメッセンジャーRNAの転

写，翻訳があって遺伝子は蛋白質として発現

されます。この過程はプロモーター，アミノ

酸配列を決定する構造遺伝子のエクソン部分

などに支配されますが，遺伝子発現の時期や

量，細胞の種類はエンハンサーの組合せで調

節されます。そのほかにホルモンに反応する

塩基配列，メッセンジャーRNAの安定性を支

配する塩基配列が関与しています。それまで

いろいろ議論があったイントロンが発現の安



定に重要であることがわかってきました。培

養細胞ではイントロンの有無はあまり影響し

ませんが，個体レベルでは遺伝子の発現にイ

ントロンは重要で，イントロンがあるとその

遺伝子の発現量は数倍から10倍に上昇します。

また，個体レベルでは細胞特異性の問題，発

生時期特異性の問題この 2つが重要な問題と

して上がってきます。このような発現特異性

は一般にはエンハンサーに支配されます。今

後の重要な課題だと思うのは，遺伝子が全く

同じであっても，導入染色体が染色体のどの

部位に入るかで，その機能が異なる現象です。

機能の違いというのは一般的には発現の量が

導人部位によって異なるのですが，発現制御

領域の支配に従わぬ例もあります。それは導

人したDNAの構造変化でなくて，染色体のど

の部位に入ったかによります。

解決のついた 1つの例として，ヘモグロビ

ンの例があります。これは人間の遺伝病の研

究から発見されたものですが， DCRとよば

れ，構造遺伝子から遠く離れて位置します。

DCRを付加した遺伝子は染色体のどの部分

に入っても活性化します。今後の課題として

は染色体の構造を支配し，その構造の内部に

ある遺伝子の発現を制御する構造の探索が遺

伝学的にも実用の面から重要でしょう。

村松：人ゲノム，そしてその遺伝子の構造

の研究から始まり，家畜のゲノムや遺伝子に

ついても研究が進められてきております。関

川先生どうぞ

関川：家畜の遺伝子について

話す前にゲノム研究のあり方に

ついて少し触れたいと思います。

ゲノム研究の 1つの流れは 1次

構造解析で世界的にこれが強調

されているようですが， もう 1

つは遺伝子の機能解析です。この 2つがパラ

レルに走らないといけないと思います。 1次

構造については，人やマウスで，人の病気に

係わる所でどんどん進むわけで，家畜も同じ

横並びと考えられますが，一方機能の上にた

ちまして，例えば，遺伝子の機能解析につい

て過去に我々がどうやって来たかと云います

と，大腸菌，ファージ，動物ウイルスの変異

株の解析，ついで遺伝子のクローニングと発

現，更に遺伝子を卵に入れてトランスジーン

にする。もう 1つはマウスの胚由来のES細胞

にジーンターゲット法を用い，遺伝子を破壊

する，基本的には変異株をとってくる。これ

は分子遺伝学の考えがずっと続いているわけ

です。遺伝子を導入，破壊したりすることは

家畜では使える可能性があります。一次構造

は人に相当離されています。そういう流れで，

実際に家畜のゲノム研究が病気の研究に関わ

るのはどうかというと，鶏の肉腫ウイルスが

1つの例です。このウイルスの癌遺伝子が細

胞由来と判っています。レトロウイルスが宿

主の遺伝子を取り人れてしまう。これは細胞

遺伝子を調べる上で大変意義があったという

背景がありまして，そういう鶏のレスロウイ

ルスから人の遺伝子も判るようになったわけ

です。

もう 1つ家畜の病気発生防御に対する免疫

応答遺伝子については，残念ながらマウスの

ように純系動物を使うようにはいかないので，

余り進んでいません。免疫グロブリンの産生

や母子免疫は個々の生物が持っているシステ

ムが少しずつ違います。又，鶏で調べた人が

いまして，免疫グロブリンの多様性をきめる

免疫グロブリン遺伝子の再配列の機構は鶏で

はマウスや人とは大分様子が違います。人だ

けが先行して進んでいるのがよいのでなく，

やはり種々の動物を並行させて進むのがよい。

組織適合性抗原遺伝子についても牛，豚，鶏

で余り進んでいないのが現状です。 T細胞の

レセプター遺伝子も進んでいない。マウスや

人でyoT細胞は末梢血はほとんど出ていな

いが，反棉獣では末梢で多量に出ています。

こういう特徴があればそういう所を徹底して

調べる必要があります。

村松：有難うございました。千国先生の領

域では？

畜産技術 1992年 1月号 ‘’ 



千国：私どもの仕事は食肉製

品の種類を調べることです。今

までの方法は蛋白質の違いを調

べていました。方法として新し

いものを考えるとDNAは熱に

強いことがよい特徴です。蛋白

質は70度になると変性しますが， DNAは100

B 
"' 

會

度でも性質が変りません。もっと重要なこと

は蛋臼質の変異が少ないのに比べ， DNAの変

異が多いことです。DNAの蛋白質をコードす

るために必要でない領域は変異が多い。そう

いう領域を調べるとよい。そういう領域に反

復配列が多いので現在PCRを使って増幅し

て差を調べています。この方法を使うと差が

はっきりしてきます。

‘‘ゲノム研究の展開方向"

村松：研究の各専門について，遺伝子との

係わりを話して項きました。人の方ではゲノ

ム解析の先に病気の治療や診断への応用があ

りますので，その解析もキチンとした構想で

進んでいます。家畜は経済動物で，重要な研

究対象と考えられてはいますが，研究はあま

り進んでいません。畜産業では，家畜の経済

形質をコントロールすることがもっとも大事

なことであり，全ゲノム解析よりもその解析

が重要になってきます。従って，人ゲノムで

開発された手法や知見を参考にしても，家畜

のゲノム解析は人の場合と違った道を歩んで

いくものと考えられます。

安江：家畜の経済形質の例として，産子数

や一日当たりの増体量が挙げられます。こう

した形質をどう遺伝子と結びつけていくかと

いうことが重要だと思います。人の場合を考

えますと，対応するものとして，遺伝病があ

ります。その例としては先程お話しましたア

ルツハイマー病等が挙げられます。家畜の経

済形質の解析は，先行している人ゲノムの解

析過程を参考にして行っていく必要がありま

す。現在，こうした解析のマーカーとなりう

るものとして，注目されているものに，｀ジャ

〇 畜産技術 1992年 1月号

ンクDNA(ごみDNA)"があります。生命維

持に必要な機能が検出されていないものをジ

ャンクDNAとよんでいますが，このジャンク

DNAは主に反復配列で，ゲノムの90%以上

（研究者によっては， 50%以上と云う人もあ

ります）を占めています。この反復配列に，

塩基配列の多型が多く存在します。従って

個々の遺伝子に含まれる反復配列をマーカー

として，経済形質の解析を行うことができま

す。また，多型パターンを利用して，種及び

個体識別ができますのでこうしたマーカーと

なる遺伝子を沢山見つけることが重要です。

マーカー遺伝子がどの染色体上に存在するか

といった解析が必要です。しかしながら，た

とえば牛では，染色体が60もあり，ほとんど

全てが馬蹄型であって，染色体の同定もまだ

完全にはできません。それ故，この事も並行

して解析して行かなければなりません。

向山：確かに家畜のゲノム解析研究の糸日

としてマーカー遺伝子を数多く持つことが必

要です。どの家畜においても，このことは大

変重要であると思います。マーカー遺伝子を

見つける 1つの方法として，ショットガン法

を利用した遺伝子クローニングがありますが，

現在ではもっと簡易に見つける方法が幾つか

確立されてきております。 1つでも， 2つで

も遺伝子マーカーが確立されれば，その付近

には構造遺伝子が必ずついていますので，塩

甚配列決定も容易となってきます。また，人

のゲノム解析の中ですでに遺伝子の構造と機

能が解析されたようなものについては，家畜

の中の遺伝子配列でも類似していることが考

えられますので，これらをマーカー遺伝子と

して利用し，家畜のゲノム解析を進める必要

があります。事実組織適合性抗原を支配する

遺伝子解析には，ある家畜では一部ゲノム解

析に利用されております。

千国 ：私は経済形質の問題もやっています

が，ここで何が一番問題かというと人間の遺

伝病は遺伝子 1つの変異に結び付けられます

が，動物の経済形質は 1つの遺伝子でなく，



幾つかの多重遺伝子がからんでいるというこ

とです。DNAを1つさがせばよいという問題

ではありません。多数のマーカーを見つけな

いといけませんが，かなり長い道のりだと考

えられます。

安江：例えば， トマトではペーストの部分

がどの位あるか，酸味があるかといった経済

形質の解析に物理の拡散方式を導入し，新し

い統計理論を開発して，これを使ったという

報告が最近のNatureに発表されました。トマ

トの研究方法がすぐ動物に応用できるかとい

うと，これは難しいと思われます。その理由

として， 1つはゲノムサイズが10倍近く大き

いこと，そして， トマトは自家受粉でインブ

レッド出来ますが，動物では大変難しいこと

です。これをいかに解決するかがこれからの

課題です。

横山：人の遺伝病の場合， 一

部の遺伝子の変異で起きている

ことが多くつきとめ易いが，家

畜の経済形質については，多く

の遺伝子が相互に関係している

ので，中々解明するのは難しい

ということだと思います。気の早い質問です

けれど，家畜の育種改良手法としては，いつ

頃うまく利用できるようになるのでしょうか。

安江：何とも云えないと思います。人の場

合4000の遺伝子が明らかにされて，その内約

400がマーカー遺伝子として利用されていま

す。家畜の遺伝子の場合も甚本的には人の解

析と同じと考えられます。従って，成果の達

成度は力の入れかたによって巽なってくると

思います。また，世界各国が情報交換，相互

に協同してやっていかなければならないと思

います。

村松：トマトでは幾つかのマーカーで識別

出来る所まで，わかってきてやや光がさして

きたわけです。 90%の生死にかかわらない部

分の遺伝子がマーカーとされ，徐々に調べら

れていくので， 1つ 1つ引き出すのが何時ご

ろかいえません。いずれは（笑声）。

安江：豚のむれ肉の遺伝子は各国でやって

いますが，近く解決に向かっています。

村松：家畜の遺伝子について，世界中でど

の程度進展しているかと申しますと，まず，

ECでは加盟国間の基礎的な研究面をバック

アップしています。家畜のゲノム研究でPig-

MAPというプロジェクトがあり 1995年まで

に豚のゲノムを総合的に分析する計画があり

ます。ヨーロッパの研究者グループが世界中

の研究者に対し， どういう遺伝子やプローブ

を持っているか， どういう目的で研究を進め

ているのかなどをアンケート調査しています。

アメリカのベルツビルでも鶏のゲノム研究に

ついて，世界中にアンケート調査をしており，

牛ゲノムについてもヨーロッパやイスラエル

で研究が進められています。アメリカではテ

キサスA&M大学のウォーマック先生が牛の

プロジェクトを推進してほしいと政府に云っ

ています。

安江：アメリカ政府は牛の遺伝子マッピン

グをベルツビルでプロジェクトとして始める

と聞いています。アンガス牛をやるようです。

どの位の組織でやるのか判りません。

結城：日本の現状を教えて下さい。

安江：組織だった研究がありません。文部

省関係では，主として家畜衛生関係がまとまっ

ているようです。一方農林水産省では動物

DNAを3年前から班をつくって遺伝子マップ，

ウイルスに関して行っています。平成 4年度は

改変して，新しくやり始めようとしています。

結城：今までの話では今の所個体識別が研

究の中心のようですが，経済形質，表現形質

に関与する遺伝子研究についてもう少し教え

て項けないでしょうか。

関川：経済形質といっておりますが，経済

形質というのが非常にわかりにくく， 1つは

統計遺伝学的方法で解析しているし， もう 1

つは旧来型の選抜で表現型でやってきたので，

その時に表現型の何がマーカーになっている

のか，経済形質ですからその時代，その時代

によって評価が変わるでしょう（笑声）。経済
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形質をしぼれないだろうか，ある形質，これ

に関しては単一遺伝子ではないが， 2, 3の

遺伝子で決まっているのではないかとなれば

さし当たりそういうものを徹底して研究して

はどうでしょうか。経済形質に関与するのは

多くの場合，ポリジーンかもしれませんが，

そうでない場合もありうるのだと思います。

こうしたものを集中的に研究することは 1つ

の手であるし，研究を進める原動力になるの

ではないでしょうか。

千国 ：経済形質は大部分がポリジーン支配

かもしれません。既知のポリジーン支配を調

べていくとどうしてもそうなります。ただ，

特定の因子に限るとどうなりますか。例えば

数は多くないのですが，今までの知見でそこ

に変異体があることが分かっているものがあ

ります。例えば，カッパーカゼインには，普

通のタイプとアミノ酸 2か所が違っている B

型タイプとがあります。この例ではもうアミ

ノ酸タイプが判っているし，塩碁配列もわか

っています。どの牛がどのタイプかはRFLP
を使うと判定できますし，現在，大体の方法

は確立されています。乳蛋白質として B型の

方がよいとされています。本当によいか私は

調べていませんので，わかりませんが， B型

がよいとなると，牡牛の遺伝子を調べ， B型

をもっている牡牛を選抜し，交配すれば確実

にB型の子が出来る。こういう使い方もある

のではないかと思います。

¥¥遺伝情報のデータベース化

と性判別の活用II

村松 ：例えば肉質，脂肪交雑について考え

てみると，それを脂肪代謝についてしぼって

細かく分析していけば， もう少し，ポリジ一

ンについて調べられるのではないでしょうか。

どちらにしても家畜の遺伝子DNA,マーカー

プローブなどを種ごとに沢山作っていかなけ

れば詳しい研究はできにくいのではないか，

それらのマーカーをたくさんつくることが碁

本ではないかということになってきそうです。
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そうしますと最終的にはデータベースの問題

に返ってくるかと思います。その辺はどうで

しょうか？

向山：家畜のゲノムのデータベース化とい

う問題は非常に重要でして，最終的にはそこ

に帰結をしていかなければならないと思いま

す。しかし，道のりは相当遠いものだと思い

ますが。それを少しでも早めるのは家畜毎の

DNAライブラリーの作製，ライブラリーの中

から目的のDNA断片を含んだ組替え体クロ

ーン選択であり，またDNAプローブの作製だ

と思います。このような作業の中からDNA多

型が見い出され，やがて遺伝子マーカーから

構造機能解析へと進んでいきます。私共が最

初に着手したDNA多型現象の利用について

は単に個別識別だけではなく，家畜において

は，登録業務に使うという大きな目的があり

ます。従って， DNAの多型現象をみることに

は先に申し上げたように，方法論的にはかな

り確立されてきていますので，先ず，そうい

うものを先導的な研究目的として取上げたら

よいのではないでしょうか，これだけ人工授

精が発達しますと，先Hの「紋次郎事件」の

ような例が今後も起こってくると思います。

また，馬における親子鑑定への利用，さらに

は受精卵移植における母子識別など広い意味

で使えます。そういったものが 1つでも研究

開発され実際に利用されるとDNA分析に対

する理解が得られやすく，また，周辺部の研

究や他の方面でのDNA研究に剌激をあたえ，

多くの成果が出てくるのではないかと思いま

す。このようにとりあえずの目標を決め，そ

して包括的なものへと統合していくことが，

データベースを作ろうといった時には非常に

重要だと思います。

安江 ：データベースのことですが，根幹に

あるのは世界共通のDNAデータベースネッ

トワークです。日本でも遺伝学研究所にDNA

データベースネットワークが設立され， 自由

に使えるようにすることが重要だと思います。

その次に，第 2次データベースとして，牛に



特異的なDNA配列はどれとどれであるとか，

家畜遺伝子マッピングのマーカーに用いる配

列を構築し，利用者に供していけば大変役に

立つと思います。

村松：試験を進める上で技術的にそれらも

応用できる可能性があります。DNAは基礎研

究をそのまま続けるとしまして，その成果は

畜産業に還元していけるので，アウトプット

として産業に研究成果が普及していくと思い

ます。先程千国先生や向山先生が云われたよ

うにDNA多型は育種や個体・親子の識別に使

っていくなどの課題があります。

‘性判別への成果の活用＂

板原：私ども家畜の改良など

家畜を実際に扱っているものに

とりまして，今伺いました遺伝

子研究の話は非常に興味が持た

れます。これは将米家畜の改良

方法を根本から変えてしまうか

も知れません。これまでも家畜改良において

は，繁殖関係における精子の凍結保存技術，

あるいは育種関係における統計遺伝学の活用

が改良の方法，速度を大きく変えてきたわけ

ですし，最近の胚操作技術の進展等により

MOETなど新たな育種方法も進められる中

で，これまで以上に大きな可能性が期待でき

る技術開発分野として遺伝子研究には非常に

関じが持たれるわけです。先程の話を聞いて

いますと研究はかなり急速に進んでいるとい

う感じを受けましたが，当面利用の可能性が

ある技術として，胚細胞の性判別への利用が

もっとも身近にあり，期待される技術ではな

いかと思います。胚細胞の性判別は，これま

でも種々の方法が試みられていますが，確実

なものが出ていません。しかし，最近におい

ては， Y特異的DNAの塩基配列， SRY遺伝子

の塩基配列が次々と明らかにされる中，家畜

の胚細胞の一部から由来する細胞のDNA分

析が行えるようになって来ている。また，最

近の国内での胚操作技術はかなり高いレベル

まで進んできていますが，胚細胞のバイオプ

シーが安定的に行えればDNA分析による性

判別が有効な手段となるのではないかと考え

られます。この胚操作技術を利用するとすれ

ば国内で実用化のための試験を行うフィール

ドは非常に広いものと思われます。専門の立

場からこの辺の性判別についての最近の知見

を教えていただければと思います。

安江： SRYという人の性判定のできる配

列に，一時飛びついて，家畜のオスとメス判

別できるのではないかというので，やられた

のですが，結局種によって少し巽なり，人の

配列をもとにしたプライマーでは家畜の性判

別を行うことはできませんでした。畜種に特

異的なプライマーを用いで性判別をしなけれ

ばいけないと思います。 Y特異的なものは 1

個だけでなく，反復配列がありますし，種類

によっては特許のからみで事業に使えません。

アメリカでは最近組替えマウス自体に特許を

申請して，問題をかもしています。アメリカ

がヨーロッパに申請しましたが， ヨーロッパ

では却下しています。

村松：ハッカネズミの受精卵に人からとっ

たSRYをいれても性転換をおこしません。人

がSRYを碁にしてつくりあげたネズミの

SRY遺伝子をメスになる胚に入れるとxxで

もオスになります。したがって， SRYによる

性判別には有効と思いますが， SRYは，構造

上は似ていても種特異性があり，人には人の

もの，マウスにはマウスのもの，牛は牛のも

のを使わなければならないことが，今後の課

題と云えるのではないでしょうか。

安江：一寸予測でつけ加えさせていただき

たいのですが，例えばオスメス判別で 1個の

胚からブラストシストメアを数個とって雌雄

鑑別しようとすることは，頭の中では想像で

きるのですが，実際の場面で直面する問題点

もあります。例えば牛血清を含む培地で培養

している胚からブラストシストメアを採取し

てくる場合，使った牛血清中に存在している。

その牛のDNAも混入してくる可能性があり
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ます。これは 1つの例ですが，こうした事を

如何にコントロールするかということです。

これらのことは表に出ない研究の部分ですが

極めて重要だと思います。

｀` トランスジェニック家畜‘

ーその作出と問題点ー

村松：性判別の次に，家畜のためにも病気

にかかりにくい丈夫な家畜を遺伝子研究で作

れないか， という夢があるわけですが，それ

にはトランスジェックアニマルの作出という

問題がからんで参ります。

関川：今までの話ば性判別とか，親子鑑別

とか，ゲノム研究から育種選抜に応用してい

きたいという所ですが，これは手軽に出来る

ところから非常に長時間かかるものまであり

ます。もう 1つ私がぜひおききしたいところ

ですが。世界的にはトランスジェニックの家

畜が出来てきていますが，先ほどの有用な家

畜がいるとして，こういうものをさらにある

スペシフィックな病気に抵抗性のある家畜が

出来ないものかという問題です。そういうこ

とにはトランスジェニックというアプローチ

を取らざるをえません。その可能性として，

マウスあたりで始めていけばよいと思います。

病気すべてにかからぬ体質は当面大変なこと

で無理でしょうが，既に，カナダ，ョーロ ッ

パで進んでいまして，例えば鶉の白血病のウ

イルス感染に抵抗性のある鶏を欠損ウイルス

ベクターでのトランスジェニックで作出して

います。特にウイルスがどういう具合で増殖

するか，どういうところを押さえればよいか，

かなりよく判ってきていますので期待が持て

そうです。

1つにはアンチセンスRNAを発現させる

ということです。ウイルスが一旦感染しても

ウイルスゲノムの転写発現が阻害され，ウイ

ルスの増殖が広がらない。ウイルスの遺伝子

自身が， 自分自身の遺伝子を活性化するため

の転写活性化遺伝子をもっている場合，そう

いう遺伝子に変異を入れることによってこれ

R 畜産技術 1992年 1月号

を阻害することが出来ます。こういう遺伝子

を入れておけば，マウスレベルでは明るい希

望がでてきます。実際に家畜のトランスジェ

ニックの展望がもてるかもしれません。日本

の現状でもトランスジェニ ック家畜が可能で

あると思いますが。

結城：実際に私達は試みております。現状

では最大の問題は技術ではありません。現状

のガイドラインに沿って実験をすすめるため

には，非常に厳重な施設を要求されます。こ

の施設を作るのにどれくらいかかるかは推察

し難い面もあるのですが，牛のための施設は

多分 5億円では難しいのではないですか。そ

ういう関係でトランスジェニ ックを大型家畜

で実際に研究している所は日本にはないと思

いますが，着床前の卵は今のガイドラインで

培養細胞の 1つとして許可されますので，そ

こまでの実験はかなりやられています。今の

ガイドラインでも， もしお金をいくらかけて

もよいならば， トランスジェニック家畜の開

発は日本でもできます。但し，事業に結び付

くトランスジェニ ック家畜の開発のためには

経済効率を高めるための一層の技術的改良が

必要です。

もう 1つの問題はトランスジェニック家畜

そのもののコストです。大ざっぱに云って普

通の牛の値段をマウスのおよそ100倍とすれ

ば，一頭のトランスジェニック牛をつくるコ

ストは，一匹のトランスジェニックマウスを

作るコストの 4千倍です。 トランスジェニッ

ク牛はトランスジェニックマウスの 4千倍ほ

ど割高になります。

横山：農林水産分野での遺伝子組替え体の

利用については，平成元年に「農林水産分野等

における組替え体の利用のための指針」が出

されており，これに沿った利用が行われてい

ます。ただ、この「指針」では，植物や微生物

については，具体的な審査甚準が示されてい

るのですが，動物では，個別に審査するという

ものでした。しかし，動物についても海外を

中心に相当の知見の集積が行われており，具



体的な基準を示すことができるようになった

ことから，現在，特に緊急性の高い実験動物の

審査基準を策定する作業が行われています。

私の個人的な考えですが，殆どデータのな

い段階で必要な甚準と，データが蓄積されて

きた段階での甚準は， 自ずと変わってくると

思います。

結城： 1991年ブラジルで開催された国際獣

医学会で組替えDNAと家畜のシンポジウムが

ありました。アメリカ農務省の担当官からト

ランスジェニック家畜の食品としての安全性

に関する講演がありました。「食品としての安

全性を確認すればトランスジェニック家畜だ

から，ということで特別扱いする必要はない

だろう。」との趣旨でした。その理由ですが，

私達は毎日活性の非常に高いDNAを大量に食

べている。つまり米，魚，肉，野菜などすべ

てDNAを含みますし，とくに新鮮なサラダや

サシミに含まれるDNAは活性が高いもので，

これを大量食べています。したがって，単純

にDNAであるという理由で特別扱いする必要

はありません。もっともウイルス等の感染力

のあるDNAは除きますが。第 2点は自然界で

起こっている人や家畜への外来DNAの導入で

す。人の染色体の少なくとも 10%に相当する

塩甚配列は過去に体内に入ったレトロウイル

ス由来のものだ， との報告があります。この

ように自然界では，体外遺伝子の導人は常に

起こっている訳で，食品となる動植物も外来

DNAの導入は起きていると考えられますが，

これを食料としたため生じた健康障害の記録

はないそうです。最後に属性のはっきりして

いるクローン化された遺伝子を導入したトラ

ンスジェニック家畜を食品にできるか， とい

う問題です。この場合には天然の遺伝子導入

と違って結果が予測できること，天然に起こ

っている不測事態のものと違って予測できる

ものであるから，結果の検定ができます。以

上の理由から，食品としての検定さえキチン

とすればトランスジェニック家畜を，組換え

DNAを用いるからといって特別扱いすること

はない， という結論でした。

関川：かなり前向きに考えているようです

ね。ところで，エイズ以来人の輸血が相当に

問題となりだしている。今後もっと深刻な問

題になる可能性があると思いますが，そこで

血液製剤を家畜で作らせる考え方がアメリカ

当たりでは出てきています。薬品と家畜食品

を考えると，大分違いがあります。薬品を製

造する場合トランスジェニックでやることが

可能と考えられますが，これは畜産という考

えとは全くちがいます。この辺はどのように

考えたらよいのでしょうか。

IIトランスジェニック家畜II

―アニマルバイオリアクターとしての利用一

結城：医薬品と畜産物とは違うというお話

ですが，私は一寸違う考えを持っています。

例えば羊毛です。今，牛乳，チーズ，牛肉を

持ってきてこ・れは何かと問われれば，畜産物

だという答えが返ってくると思います。羊毛，

セーターでもよいのですが，これを持ってこ

られたらどうでしょう。首をかしげると思い

ます。ですけれど，羊毛も家畜が生産する物

ということで，畜産物として扱っていると思

うのですが。また，家畜からとれるホルモン

とか，ゼラチンは，化粧品，医薬品として使用

されます。現在使われている食品とか，羊毛

に畜産物を限定しなければならないとすると，

現状でもこの定義からはみだしてしまう畜産

物は多いだろうと思います。遺伝子操作が入

ってくる段階では，家畜が生産するものは畜

産物だという考え方も成り立つと思います。

村松：研究の方向の 1つとして家畜の話に

しても，生理活性物質を家畜の乳腺で作らせ

て毎日乳の中に分泌させるという考え方があ

ります。イギリスのエジンバラのグループは

マウスに羊の遺伝子をいれたトランンスジェ

ニックアニマルを作り，研究を進めています。

彼らは家畜の生体を有用生理活性物質の生産

の場にしようという考え方です。畜産業とし

てのインプット，アウトプットを考えると，

畜産技術 1992年 1月号 。



まだまだ試験研究の範囲と思われます。

結城：結局それだけの経費をかけての見返

りがあるかということになるのですが，それ

を度外視して作る場合は技術的には全く問題

がないでしょう。

安全性の問題は，私は最初の 1頭の家畜に

ついてはかなり慎重な判断が必要だと考えま

す。しかし， トランスジェニック家畜の安全

性を判断する査料をすべて家畜を使って集め

る必要はないと考えます。実験動物でのデー

タや，植物，あるいは微生物を用いた迫伝子

操作実験からの資料を駆使すれば安全性を検

討する資料はかなり揃っているのではないで

しょうか。もう安全性について全く無知だと

いう段階ではないと思いますので，今はどう

しても家畜をつかわなければ得られない検討

項目を選定する時期かと思います。

村松：安全性については科学的な根拠にも

とづいて，家畜の遺伝子組換えを考えていく

段階に来ているのではないかと思います。

一方，アニマルウェルフェアの問題もかか

わって参りますがいかがでしょう。

結城：その問題に関連しますが，成長ホル

モンを導入した場合培養細胞を使った場合で

も同じですが，生産物が細胞内に蓄積される

と，宿主動物に影響を与え，場合によっては

健康障害をひきおこします。しかし，乳腺の

ように生産物を体外に排出する系では動物に

悪影響を与える可能性は少ない。

関川：日本の現状では大動物へのトランス

ジェニックの例は中々ないのですが，組替え

体を家畜に接種するのは 2, 3の例がありま

す。バイテクも 1つのハードルを越したので

すが，組み替え体微生物が一番問題なのであ

って， トランスジェニック家畜，マウスにし

ろ，大動物にしろ，どこかで 1つやらないと

1つのハードルが越せません。それをどこで

やるのかかなり深刻な問題があります。ごく

常識で考えますと，畜産試験場あたりでやら

れるのかなと思っているのですが（笑声）。し

かし莫大な金がかかりますね。
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結城：培養細胞や微生物を使った遺伝子操

作或いはマウスを使った個体レベルでの実験

例は沢山あるのですから，それらの資料を整

理してそれでもどうしてもわからないものは

何なのかという所までもってくれば，遺伝子

操作は怖いもんだと最初から閉じ込めてしま

う必要はないのではないか。真剣に取組めは

今の日本の実情で莫大な経費をかけずに十分

手をつけられます。但し，その場合に 1人の

人間あるいは 1つの機関が独断でやってしま

うのは非常にまずいと思います。しかるべき

方々，技術者だけでなく行政，法律或いは倫

理の方方の間で十分な意見の交換と検討が必

要です。それに余り時間がかけるのはまずい

ことと思うのですが，先に述べた過程を経た

上で出発できるだけの資料は十分揃っている

のではないでしょうか。

村松：大体結論が出てきたよ うですが，も

う少しうまくパプリックアクセプタンスを得

ないと，感情的な反対運動だけが起こるわけ

で，それがしこりになって残り，非常にまず

くなってしまうおそれがあるのが現実だと思

います。

結城：私は教育は日本で受け，ヨーロッパと

アメリカで17年間研究生活を送り，今回初め

て日本の給料を貰い， 日本の法律に従って仕

事をしていますが， 日本の場合は自己の意見

をオープンにすること，それに対する反論を

受けることを非常に恐がるのですね。反論は

当然あってしかるべきで，結局それをしない

ために猜疑じがおこりしかも課題の本質が議

論されません。思い切って隠さずに出すこと

で，なるべく早く，しかも本質的なことが検討

できるのではないでしょうか。わからないま

まお互いに信頼関係が出ないままにいつのま

にか，決定されてしまえば不信にもとづく反

対運動は避けられない。特に今日の話題の組

換えDNAの場合には一般に流布している知識

ではありませんから，特に注意が必要です。



‘` 行政的な面に関連して＂

村松：時間が大分すぎてしまったのですが，

行政の方々の目からみたゲノム研究への御意

見は？

板原：今までのようなお話を聞いています

と畜産，家畜の改良で，かなり身近に手をつ

なげられるようなものがあることが判りまし

た。近年遺伝子操作に関する研究が急速に進

展し，遺伝子操作に関わる家畜などの国際的

流通を考えた場合，国内でもその体制の整備，

生産，利用に当たってのルール作りが必要に

なるものと思われます。

当面は，各試験研究機関で遺伝子解析，プ

ローブの作成などの碁礎的な研究が進められ

ると考えられますが，これらの実際の応用研

究，実用化試験については， DNAによる性判

別胚からの産子の生産による雌雄の検証，遺

伝子導入された胚からの形質転換家畜の作出

及びその形質の発現の確認など実際の家畜を

使った実験が必要になることと考えられます。

さらに，甚礎的研究と併せて応用研究や実用

化試験を並行して進めることが望まれます。

このような実用的に遺伝子操作に関する研究

を行うためには，その基礎となる胚操作技術

の利用が不可欠と考えます。胚操作技術を実

用的に進めている国，県，民間等の機関で早

い段階で幅広い取組みが必要となると考えら

れます。

また，基礎的な話になるのですが，胚操作

技術についてもまだ受精卵を安定的に採取す

る技術，凍結保存技術の簡易化，高受胎率の

技術，胚の培養方法など実用化にあたって解

明，開発する課題が多く残されておりまして，

遺伝子操作関連の応用研究，実用化試験に取

り組むに当たって基礎的な関連した技術につ

いても今後とも十分な対応が必要であると考

えられます。さらに，将来遺伝子操作の研究，

技術の進歩に伴って，利用可能な家畜の品種

及び個体の拡大等がはかられ，それが潜在的

な資源として再評価の可能性もあることから

将来を見越して遺伝子供給源としての家畜の

確保，保存，改良に努めることが重要である

と思われます。平た＜云えば，ジーンバンク

ですが，今後遺伝子操作技術の利用を一連の

利用体型の中で考えますと，甚本的役割を担

うものでして，私共としましてはジーンバン

ク並びに胚操作等の周辺技術についても積極

的に進めることが必要だと考えています。

横山： 2つありまして， 1つは家畜ゲノム

の研究が実際に品種改良に役立つのは相当将

米の話だということですが，個体識別につい

ては，緊急に確立して項きたいと考えています。

最近，牛の体外受精技術が進歩して，年に

400-600頭の子牛が生まれています。体外受

精卵は， と体の卵巣を使って作るため，枝肉

格付成績を見て産肉能力の推定できたものを

使うことができます。従って，特に肉用牛の

改良増殖を進める上で画期的なものであると

考えています。しかし，活用上の課題もあり

まして，それは，現在，受精卵移植により生

まれた子牛については，血液型の検査で親子

判定を行っていますが，体外受精卵の場合，

母の血液を採取しておくのが，中々面倒だと

いうことです。そこで， DNAによる個体識別

に期待しているという訳です。

もう 1点は知的所有権の問題です。DNAの

研究開発は，今後国際的な協力の下で進めら

れるようになるのでしょうが，先日，アメリ

カのNIHで解析した人ゲノムの塩甚配列につ

いてまとめて何百か特許を申請しているよう

ですし，これで安心して協力してゆけるのか

どうか。また，動物自体に特許を認める動き

もありまして，調べましたら， 日本でもトラ

ンスジェニックアニマルの特許申請が大分出

ているんですね。家畜の改良というのは，多

くの人が永く続けてきた成果ということで，

これに知的所有権を求めるということはなか

ったのですが，今後はこうしたものの取扱に

ついてもコンセンサスを形成していく必要が

あります。

安江：特許の問題は政治的な問題も含んで
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おり，難しいと思いますが，一定の基準が示

される必要があると考えます。たとえば，組

換えマウスはアメリカでは特許の対象となっ

ていますが， ヨーロッパでは対象となってい

ません。わが国では，今後， どのように考え

ていくか明確にしていく必要があると思いま

す。なぜなら，研究開発の方向もこれに大き

く左右されるからです。

私の経験からいえば，私が接触した日本の

弁理士が余り良くありませんでした（笑声）。

やりとりだけで間違っているのでよくありま

せん。間違って申請してしまう。相手も代理

人で対応するので， 2 カ~所で間違う可能性が

あります。何分，専門的なので，アメリカで

は特許専門官をおいていても十分わからない

といった状況でした。今後， もっと効率的な

特許申請について，考えていかなければなら

ないと思います。

向山：この特許の問題は現実的には研究部

門においてはほとんど支障ありませんが，具

体的には業務部門において支障が出てきます。

DNAにおける特許問題の 1つはプロープやプ

ライマーなどのDNA試薬，もう 1つはPCR法

などの方法や装間についてです。これらの問

題に対抗するためには我々もそれにもました

技術開発や製品を作り出すことだと思います。

あるDNA開発についてお互いに共通して使わ

なければならない試薬や技術部分は，お互い

に独自に開発したものを提供し，両方で特許

権を相殺する形で，解決することが一番早道

だと思いますし，メリットもあります。一方，

DNA技術の開発は極めて早く， 1~ 2年で旧

式法となってしまいます。また 1つの特許問

題を解決しても，次々と新しい問題が生じて

おり， DNAに関して国としてどこまで特許を

認めるが慎重になってやって項かないといけ

ません。特許権をもつ側も日進月歩変わる

DNA技術開発の現況を考えると， 1件当たり

の特許使用量を安くし，また，それらの費用

R 畜産技術 1992年 1月号

については，キットや製品の中に入れるなと

の便宜をはかる必要があると思います。

安江：わが国は，これから，農林水産分野

においても，外国の特許を買い，それを利昇

していくというやり方だけではなく，積極伯

に甚礎技術の研究開発を行っていく必要があ

ると思います。

結城 ：特許の本来の意義は発明者の保護と

発明の広範な利用を可能にすることにあるI;

ずで，本来の意義を発揮するための努力が必

要です。

村松：特許などの国際的な問題についてI;

知的所有権関係の専門官をおいて欲しいですわ

千国：プロープを作るとす ぐ特許を出して

いくのか。今のうちに方針を決めておかない

と，困ったことになると思います。

村松：周辺領域を含めてプロ ープの開発も

必要です。国際協力の面でどういう枠の中て

我々も生き延ぴていくのか，重要なことです

その際，研究組織，研究グループの問題が琲

常に重要なのですが， 日本の場合は家畜のゲ

ノム研究については人材も施設も十分でない

のが現状です。したがって，国際協力研究な

どで相互に助け合いながら，そして少ないな

がらも今日お集りの方々が協力しあって研究

を強力に進めていけば将来に明るい展望が開

けていくのではないかと思います。研究成果

は個体の性判別，体外授精で生まれた子牛も

含めた個体や親子の識別などはどんどん使わ

れて行くことになるでしょう。育種改良の業

材やアニマルリアクターに応用されるにはま

だ研究をつまなければいけません。そのため

にはトランスジェニック家畜をプラスの方向に活

用していかなければなりません。それらの甚礎

として不可欠な動物ゲノム研究を今後は一層

協力に推進することが必要だと思います。

以上をもちまして本日の座談会を終わらせ

て項きます。誠に有難うございました。



集団活動による新しい力を

西田孝雄 (TakaoNishida) (W全国和牛登録協会長

牛肉の自由化問題を契機に，今のところ，

和牛や和牛肉への再評価現象とも申すべき状

況が続き，関係者の不安も漸く期待に変ろう

としているが，国際競争の本番は愈々これか

らであり，競争力強化のための新しい力を，

どこに求め， どう高めて行くかが，当面の主

要課題である。

最近，所謂先進的和牛経営農家とされる人

達が，さらなる生産性の向上や飼育規模の拡

大など，より魅力ある経営を目指すには，個
、、、、

別経営の枠を越えた仲間作りによる新しい力

が何としても欲しいと異口同音に強調し，一

部では，酪農や米作～園芸農家などとの大型

機械類の協同利用や，不足労力の相互提供，

厩肥と稲ワラ～副産物の交換等，業種を越え

た意欲的機能集団活動も生まれ，大きな成果

をあげている。今日和牛の抱えている課題の

多くは，個人でやるより，協同でやった方が

解決し易く，生産性も高まるといぅ集団効栗

（シナジー効果と呼ばれる）への期待の現わ

れである。

また，改良組合婦人部の牛舎巡回勉強会な

どのように，近隣小集団が，定期的に全員で

各会員の牛舎を巡回しながら，牛舎構造，繁

殖・育成管理や飼料問題，さらには簿記の内

容に亘るまで凡ゆる事柄についてグループ全

員が知恵と能力を出しあい，皆んなが協力し

て生産性の向上や経営内容の充実に努めるな

ど部分的ながら集団管理方式と呼べる方式を

採択して成果をあげている事例も増えている。

これらの集団の中には集団管理の利点を生か

して，農休日の実現やヘルパー制の強化を志

向するところもあり，集団効果による新しい

力が，魅力ある和牛経営の育成，発展，継続

と国際競争力強化の有力な決め手として注目

されつつある。

本会が，改良競争分野での必勝体制強化の

柱として全力投入中のアニマル・モテルによ

る枝肉諸形質の育種価評価事業についても，

その目的達成には，肥育サイドからの正確な

枝肉諸情報のフィードバックが必須前提であ

り，子牛生産と肥育両集団の協調活動如何が，

その成否を左右する重要な鍵となっている。

こうした課題や期待に関して，協同利用や

集団管理などは日本の農村には馴染まないと

か，子牛生産と肥育との情報交換など現実に

は至難の業だとする後向きの消極論も未だ少

なくはないのも現実であるが，長い間，耕種

部門の名脇役に徹してきた和牛に，国際競争

場裡で，見事主役を演じさせるために，農地

や労力事情，経営の効率化や生活改善分野

等々から，今日ほど機能集団活動や集団管理

方式が明確な必然性を持ち，その実現のため

の背景や好条件に恵まれた時期は，かつて無

かったと思うのである。

後向きの論者には，今こそ発想を新たにし

て，ネックにこそ事業を飛躍させる黄金の鍵

が隠されているという教訓に耳を傾け，何と

もなりそうにない課題を何とかして行くのが

競争であるという厳しい現実にも目を向けて

貰いたい。

本会が，平成 3年度から認定和牛改良組合

コンクールを再開し，集団活動成果の飛躍的

向上に資する，応用力と普及性に富む活動方

式や技術体系などの掘り起しや強化に努めつ

つある所以も，こうした期待と狙いによるも

のであり，この場を借りて新たな挑戦に対す

る読者各位の一層の御理解と御教導をお願い

する次第である。
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~ 1 新技術情績1

アメリカ酪農科学会における
ホルモン研究の動向

上家 哲 (TetsuJohka) 農林水産省畜産試験場生理部

編集部から海外の家畜のホルモン研究につ

いて書くように求められて困惑したが，最近，

全く久しぶりにアメリカ酪農科学会の大会に

出席する機会があったので，その印象と学会

で最近， もっとも多く研究されているホルモ

ンの現状を紹介することにしたい。

I 第86回アメリカ酪農科学会大会の印象

アメリカ酪農科学会 (American Dairy 

Science Association) は全員数約3,500名の

乳用家畜及び乳・乳製品を研究対象とする恐

らく世界最大の酪農関係の学会とおもわれる。

その背景となっているのは約1000万頭の乳牛

と約20万戸の酪農家による米国の酪農業であ

る。学会は毎年 1回，各州の州立大学を当番

校として開催され，その順番は 5, 6年先ま

で決っている。また米国畜産学会(American

Society of Animal Science) と5年に 1回，

合同の学会を開催している。第86回米国酪農

科学会大会は1991年 8月12日から15日までユ

タ州立大学（ローガン市）で開催された。米

国の他の多くの州立大学の所在地と同様に，

ュタ州立大学のあるローガン市は，ソールト

レイクシティから車で約 1時間半を必要とす

る人口 3万余りの小さな町であった。開会式

はいきなり牛の大きな鳴声とともに乳牛や酪

農研究の映像がスクリーンに映しだされて意

表をつく演出でびっくりした。懇親会では，

西部の歌を聴きながら大きなビフテキをパク

ついたが，ビール，ワインその他のアルコー

R 畜産技術 1992年 1月号

ルは一切無しであ った。この州はかなり宗嘉

的戒律が厳しいようで，学会期間中，アル：］

ール類を見たり口にすることは全くなかった

演題は酪農食品部門 (DairyFoods Divi 

sion) 180題と生産部門 (Production Divi 

sion) 451題の合計631題で参加者は約1500名

であった。シンポジウムは①科学・技術の追

歩に教育はついて行けるか，②乳蛋白質の莉

測定技術が酪農家に及ぼす影響：粗蛋白質：

純正蛋白質 ③家畜繁殖の科学・技術の新し

い発展と倫理 ④乳牛の窒索代謝とアミノ螢

栄養 ⑥マイコトキシンの生物作用であった

生産部門は乳合成，生理，飼養管理，乳牛の

改良，衛生，普及及び教育の 6セッションに

分れていたが，演題数が一番多いのは飼養管

理であった。小生は乳合成のセッションで，

乳牛の誘起泌乳の反応の未経産牛と経産牛の

差の主な要因，ならびに血中プロラクチンそ

の他のホルモンの変動との関連について報告

した。

ホルモン関連の演題を拾ってみたのが表 1

である。群を抜いて多いのが牛ソマトトロピ

ン (BST)でその後は格段の差があるが，プ

ロジェストロン，プロラクチン，インスリン

様成長因子ー I, 副腎皮質ホルモン，インス

リン，甲状腺ホルモン，黄体形成ホルモン，

エストロジェン，サイトカイン（インターロ

ィキン，インターフェロン等）と続く。 EST

の演題が特に多いのは昨年と同様で，それど

ころかこ、 4, 5年，同様な現象がみられる。



●表 l 最近のアメリカ酪農科学会におけるホルモ

ン関連演題概数＊

ホルモン等 1991 1990 

牛ソマトトロピン (BST) 44 41 

プロジェステロン 14 5 

プロラクチン (PRL) 7 5 

インスリン様成長因子 (IGF) 6 5 

副腎皮質ホルモン 6 

インスリン 4 4 

甲状腺ホルモン 4 2 

黄体形成ホルモン (LH) 4 

エストロジェン 4 5 

サイトカイン（インターロイキン等） 4 7 

成長ホルモン放出因子 (GRF) 3 I 

性腺剌激ホルモン 3 3 
放出因子 (GnRH)

プロスタグランジン 3 2 

上皮成長因子 2 

卵胞剌激ホルモン (FSH) 2 

ピタミンD 2 

オキシトシン I 

メラトニン I 

カテコールアミン I 

インヒピン I 

アクチピン I 

演題総数 631 566 

＊ 同一演題でプロラクチン，インスリン，甲状腺の様に複数の

ホルモンを研究対象にしている場合はそれぞれを 1演題と

して数えた。

また，学会誌でも全く同じである。 1991年の

米国畜産学会でも ESTの演題数20題は，豚ソ

マトトロピン，インスリン様成長因子ー I, 

性腺刺激ホルモン，プロジェステロン，エス

トロジェンに続いて 6番目に多い。研究の内

容は血中レベルの変動の測定もかなりあるが，

乳牛に対するEST投与試験が主体である。一

種類のホルモンについて，このように研究が

集中するのは前代未聞といわれるが，何故で

あろうか。

II 遺伝子組換え牛ソマトトロピンの現状

1 . 遺伝子組換え牛ソマトトロピンとその応

用を巡る問題

牛ソマトトロピ' ( ./ bovme somatotropm, 

ESTまたは bst) は別名，成長ホルモン

(growth hormone, GH) とも呼ばれる分子

量約22,000の蛋白質ホルモンで脳の下垂体か

ら分泌される。 ESTは190または191個のアミ

ノ酸から構成され，少くとも 4種の変異体が

知られている。STは副腎皮質ホルモンやイン

スリンの様に生命の維持に不可欠ではないが，

動物の成長や反協家畜の泌乳に必要・不可欠

なホルモンである。乳牛にESTを1-2週間

注射すると短期間，乳量が増加することは以

前から知られていたが，長期間の効果，乳牛

への影響は不明であった。また，下垂体中の

EST量は極めて少量のため，抽出・精製して

も高価で経済的に引合うものではなく，また，

分子量が大きいため，現在でも化学的に合成

することは困難でESTの増乳剤としての実

用化は全く問題外であった。

ところが近年のバイオテクノロジイ，特に

遺伝子工学の急速な進歩により人のインスリ

ンや成長ホルモンと同様， ESTの遺伝子を細

菌に組換えて菌体内で生合成させることが可

能になり，この細菌を培養タンクで増殖させ

てから抽出・精製すればESTを大量生産でき

るという技術革命が起って事情は一変した。

この遺伝子組換え (recombinant)技術で生産

したEST(rBST)の増乳効果が1982年に初め

て学会発表され，さらに1985年， rBSTは高泌

乳牛でも下垂体由来のものに勝るとも劣らぬ

増乳効果を 6ヵ月間も持続して投与量によっ

ては40%も乳量が増加するという論文が公表

されて様々な反響を呼んだ。（その後の多くの

研究では10-25%の増加といわれる。）これま

で乳牛に対する有効な増乳剤が無くなったため，

米国の 4社のメーカーが，米国やEC諸国で大

学，研究所，酪農家を巻込んだかつてない大

規模な実用化試験を進めている。 1990年まで

に2万頭の乳牛を使用した1000例以上の試験

例があり，現在なお増加中とのことである。

米国，英国，フランス， ドイツ，カナダ等で

はすでに商業的使用認可の申請が出されてい

る。なお，牛や豚のSTはアミノ酸組成が人の
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場合とかなり異なるため人に効果がないこと

も専門家にはよく知られていた。米国のFDA

（食品医薬品局）は1984年からEST投与試験

牛の牛乳の市販を許可している。しかし，

ESTの商業的使用については賛否両論があ

り論争となった。その主な問題点は人および

牛に対する安全性と牛乳生産過剰に伴う様々

の影響とくに小農の脱落増加等の可能性に対

する不安であった。米国ではESTがバイオテ

クノロジイで生産されるものであり，ホルモ

ンであるから安全性に問題があり，かつ小規

模の家族経営を圧迫するという理由で反対キ

ャンペーンを張る活動グループがある。また，

極めて小数ではあるが，確かな科学的根拠も

なく人や牛の安全性に問題が生ずると主張す

る医学者や獣医学者も出てきて，マスコミも

大きくとりあげた。このような情報の混乱の

ためか，ウイスコンシン州やミネソタ州では

ESTの使用を一定期間，モラトリアムとする

ことを政治的に決定した。また， ECでも同様

な事情がある。この様にESTの安全性につい

て，学者を巻込んで論争が激化したため，

FDAは1990年の 8月のScience誌上にEST投

与牛の乳及び肉は人の安全性に問題はないと

する見解を発表した。審査途中の物質につい

てのFDAの意見の発表といい，まだ認可もさ

れていないものを対象にモラトリアムを議決

することといい，異例のことであろう。この

ような背景の下に1990年，米国議会テクノロ

ジイアセスメント局及びNIHの委員会はそ

れぞれrBSTについて検討して今年になって

報告書を公表した。これらの報告書は， rBST

の現状を最も公正に伝えるとおもわれるので

以下にその概略を述べることとしたい。

(1) 米国議会テクノロジイアセスメント

局の報告

1991年 5月，米国議会テクノロジイアセス

メント局 (OTA) は「岐路に立つ米国酪農

業，バイオテクノロジイと政策の選択」と題

する特別報告書を発表した。その内容は要約，
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酪農業の概観，新しい技術：牛ソマトトロピ

ン，酪農業における今後の新しい諸技術，莉

しい諸技術が米国酪農の経済及び政策に及は

すインパクトの 5章からなる。ここでは紙面

等の関係で第 3章と全体の結論についてのあ

らましを述べる。

1) 新しい技術：牛ソマトトロピン

〔増乳効果〕 BST投与による乳量の増加IJ

飼養管理の良否で左右される。不良な飼養管

理の場合は効果がない。良好な飼養管理での

平均乳量は12%増加するであろう（表 2)。す

べての酪農家がBSTを利用すると仮定する

と乳牛頭類は1988年に比べて10.7%減少する

（様々な予測があるが， rBST利用の速度は

むしろ遅く，最初の年は17%または以下， 5

年間で太平洋地域で40%, コーンベルトで25

％の普及，それ以外の地域ではさらに低いと

OTAは推測している）一方，生産性の向上は

表 2に示すような飼料の節減と糞尿，メタン

の排出の減少をもたらす。 BSTは蛋白質で分

解され易く，血中半減期も短いので， 10-51

mg/Bを毎日注射している試験が多い。最大

●表 2 rBST使用がアメリカの乳牛の頭数，飼料

必要量及び排泄物量に与えるインパクト：

1988年との比較I)

SSTのインパクト 2)

動物

乳牛頭数 -10. 7 ％ 

1頭当りの乳量 + 12.0 ％ 

飼料

トウモロコシ換算
-2.SX 109 kg 

エネルギー

44%大豆オイルミール
-5.6X 107 kg 

換算蛋白質

排泄物

厩肥 -6X 109 kg 

尿 -8X 109 £ 

尿窒素 -8 X /07 kg 

メタン -sx1010 

I) 1988年のU.S.Aの乳牛頭数は 10.24X106, 乳量6,460kg/頭

総乳量 66 XI 09kg 

2) 100%利用と仮定，実際はかなり低い利用率となる（本文参

照）



の効果は30-40mgで得られる。また， 2-4

週毎に注射する徐放剤も開発されている。増

乳効果は泌乳期で異なり，初期では栄養と内

分泌の関係でほとんどなく，中期以降にみら

れる。 BSTの効果は各品種の乳牛だけでなく

水牛（乳用）でもみられる。〔栄養〕飼料要求

量は増加するが，特別な飼料の必要はない。

放牧の場合でも効果がある。〔繁殖〕BSTの投

与で妊娠率（妊娠牛の割合）がやや低下し，

空胎日が数日増加するが，高泌乳になったた

めである。 BSTの効果に遺伝的な影響はな

い。〔乳及び肉成分〕 BST投与による乳・肉成

分の大きな変化はみられない。栄養状態によ

っては投与後しばらく乳脂率及び蛋白率が増

減するが，一時的なもので生理的変動幅内で

ある。牛乳中には人乳と同様，極微量のSTが

ふくまれるが，通常のBST投与量では増加し

ない。 STと同様，蛋白質ホルモンであるイン

スリン様成長因子ー I(IGF-I) は 3-10 

mg/mlで人乳 (1-3 mg/ml)よりもやや

高く， BST投与でやや上昇するが，生理的変

動の範囲である。 BSTやIGF-Iは蛋白質で

あるため，経口摂取では消化管内で分解され

るため効果はない。 BST投与牛の牛乳 lQ中

のIGF-I量は成人が 1日に飲み込む唾液中

のそれにほほ等しい。乳児用の粉乳の場合は

IGF-Iの約90%が熱処理で破壊される。牛肉

の脂肪量は減少する。〔作用のメカニズム〕ST 

は乳腺が乳の合成に必要とする栄養素の供給

を増加させるように糖質，脂質，蛋白質代謝

を調節する。肝のグルコース合成は増加，乳

腺以外でのグルコース消費を抑制。脂肪の分

解を促進，合成を抑制。さらにIGF-Iを介し

て乳腺に働き，乳合成を促進するとみられる。

自然の高泌乳牛の血中STも高い。〔牛の健康

とストレス〕 BST投与によるケトーシス，脂

肪肝等の代謝異常や肢蹄障害は認められてい

ない。急性毒性の試験で 2週間に30gという

大量のBST(約 4泌乳期， 40ヵ月の投与量に

等しい）を投与しても異常は起っていない。

牛の疾病に対する抵抗性を低下させることも

ないと考えられる。ストレスの評価は容易で

はないが，通常，ストレス状態の牛の乳量は

減少し，生産効率も低下する。数週間から 4

年にわたる多数のBST投与試験で乳量及び

生産効率が上昇し，ストレスの指標となる多

くの生理機能の変化もないのでBST投与牛

は正常状態にあるとみられる。〔環境公害〕生

産効率が向上するので飼料の必要量，糞尿の

排泄量，メタンの産生量が減少する。〔BST研

究に関与した機関〕国，州，民間の研究者の

協力と財政的支援で行われた。〔商業的利用の

時期〕FDAはBSTの人，牛及び環境に対する

安全性について審査をしているが， 1984年に

① BSTは経口摂取では他の食品と同様，酵索

的に分解される。②BSTは人に注射しても効

果がない。③BSTは自然に極微量，生乳中に

あるが，投与で増加しない。④BSTの投与に

よる乳成分率の変化は一時的なもので生理的

範囲内である。という理由で生産される乳及

び肉は安全であることを認めた。商業的利用

の申請のある他の国でも人に対する安全性に

問題はないとしている。 1990年までにソ連，

チェコスロバキャ，ブルガリヤ，メキシコ，

ブラジルが認可している。〔表示〕いくつかの

州がBST投与牛から生産される食品を強制

的にラベリングすることを検討しているが，

FDAが安全であると認めた食品に何故表示

するかという科学的理由と，牛乳成分は同じ

であるため検査する方法がないという問題が

ある。

〔第 3章の結論〕

rBSTは農業のために開発された最初の重要

なバイオテクノロジイである。人及び牛に対

する安全性に問題はない。 1年間で平均乳量

を12%増加できるので酪農家に大きなインパ

クトを与えるであろう。この技術により，人

工授精と胚移植を組合せて10年-20年か>つ

て得られる乳量の増加を一年間で得ることが

可能である（表 3)。これに匹敵する効果は乳
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●表 3 BST等の酪農技術による乳量増加の理論

的比較

技

人工授精

術

人工授精＋性判別した精液

人工授精＋胚移植

牛ソマトトロピン

1頭当りの理論的年間増乳量

100kg 

115kg 

135kg 

> 1,000kg 

房炎の撲減によってのみ得られる。しかし，

乳牛がストレスの多い状態や栄養不足の場合

は効果がないので，高泌乳牛と同様，高度な

飼養管理技術を必要とする。

2) 議会OTAの結論

1990年代の米国酪農に今後の新しい技術，

特にrBSTはもっとも劇的なインパクトを与

えるであろう。 rBSTの使用は人及び牛に安

全でないとか，多くの伝統的な酪農家を破滅

させるという主張がされてきたが，これは正

しくないと，この報告は結論する。 rBSTの技

術はこれまでの多くの研究成果に基ずくもの

であり，消費者に危険を与えるものでも，乳

牛の健康に害を与えるものでもない。また，

BST単独が伝統的酪農家に不利益をもたら

すものでもない。 rBST等の新しい技術，経

済，酪農政策は現在の趨勢，即ち酪農家の発

展か廃業かを迫る圧力を単に高めるだけであ

る。この趨勢をとゞめるためには新しい技術

を採用する割会，研究・普及政策及び恐らく

酪農政策の変更が必要であろう。 rBSTは大

きな論争をまき起したが，その技術の生物学

的・経済的・政治的インパクトを早く予見す

る情報が乏しかった。今後は新しい技術を早

期に評価し，情報を提供できる体制をつくる

必要がある。

III 国立保健研究所テクノロジイ

アセスメント会議の報告

米国の国立保健研究所 (NIH)は， 1990年

12月に「牛ソマトトロピンと牛乳の安全性」

についてテクノロジイアセスメントの会議

R 畜産技術 1992年 1月号

を開催して，人栄養における牛乳の役割と安

全性確保の方法，人及び牛の泌乳及び乳成分

の比較生物学， rBST投与の産乳，牛乳の栄養

価，乳及び肉中ホルモン量への影響，牛の健

康への影響， rBST投与牛の肉あるいは乳の

消費が人の健康に及ぼす影響， rBST使用上，

動物及び人について今後何を研究すべきかを

検討した。その内容は先に述べた議会のOTA

の報告と重複するところが多いので詳細を省

くが，結論として，①rBST投与は牛の乳量を

増加させる。②rBST投与は乳牛の健康全般

に悪い影響を与えないようにおもわれる。し

かし乳房炎に対する影響については結論が得

られていない。③rBST投与牛が生産する牛

乳の成分と栄養価は投与しない牛の場合と伺

様である。④rBST投与牛から生産される肉

と乳は，投与しない牛と同様，人に対して安

全であるとしている。

なお， 1991年10月現在， FDAはrBSTの商業

的利用の可否をまだ決定していないようであ

る。
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ウシ受精卵の凍結（超低温）保存技術(III)

堂地 修(OsamuDouchi) 農林水産省家畜改良センター技術部

11 One step st「aw法

凍害防止剤の希釈をステップワイズ法で行

うには，その操作を実験室内で行わなければ

ならず，フィールドヘの凍結卵移植の普及の

上で大きな障害とされてきた。1982年， Nieman

et a11>によって初めてシュークロースを用いた

グリセリン除去の報告がなされた。Renardet 

al (1982) 2>は，シュークロースを用いてグリ

セリンをストロー内で希釈したのち，受卵牛

に移植し50%の受胎率を報告した。その後，

Leibo (1983) 45>は，フィールドでの大規模な

実験結果を報告し，移植現場で凍結卵を融解

し，ストロー内でグリセリンを希釈する "one

step straw"法の実用性を示した。これらの

研究成果により，受精卵の凍結方法の簡易化，

特に，凍害防止剤の希釈が飛躍的に簡易化さ

れ，受精卵移植技術のフィールドヘの普及に

大きな弾みがつけられた。わが国においても，

鈴木ら (198346>, 198447>, 198548>, 198649>) 

が， onestep straw法に関する多くの研究を

行い，フィールドでの応用が十分可能なこと

を示し，ステップワイズ法によるグリセリン

の除去からシュークロースによるストロー内

グリセリン除去へと技術の流れを変え，凍結

受精卵を利用した受精卵移植技術の普及へ大

きな影響を与えた。

前述の報告で用いられているシュークロー

スの濃度は0.25M-1.0Mで，いずれの濃度に

おいても，ほぼ同様の結果が得られている。

シュークロースの濃度は，理論的にはLeiboが

報告したように，凍害防止剤と等モル濃度の

図6 ストロー内でのグリセロールの除去方法
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図7 ストローヘの封入方法とグリセリン除去
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牛受精卵凍結技術に閤する共同の集計結果（笠井， 1990)'" 

ものを用いるべきであると考えられる 31)が，受

精卵をシュークロース溶液に 2時間浸漬した

場合，濃度が高くなるに従って生存性が低下

することが報告されている (Renardet 

al2l)。このようなことから， onestep straw 

法をフィールドで用いる場合，融解後，移植

に時間がかかったり，何らかのトラブルが生

じる場合，受精卵を長時間シュークロース溶

液内に浸漬する可能性があるため，シューク

ロースは低い濃度の方がよいと考えられる。

低い濃度のシュークロース溶液を用いても，

受精卵を長時間にわたり浸漬すると，生存性

が低下する恐れがある。高倉ら (1987) 5D)は，

Leibo (1983) 3>の方法に修正を加え， 10%グ

リセリンと 10%(w/v)シュークロースが 1: 

7.5の比率からなるストロー（方法 I)と10%

グリセリンと 10%(w/v)シュークロースさら

にM-PBSの3つ溶液を 1: 2 : 5の比率から

なるストロー（方法II) を作製し，それぞれ

54.5%, 61.3%の良好な受胎成績を報告した

（図 7)。この方法IIは，受精卵をグリセリン

溶液からシュークロースヘ移し10分間保持し

た後， M-PBSに移すため，移植まで長時間を

要しても生存性の低下を防ぐことが可能であ

ると考えられる。高倉ら（未発表）は例数を

重ね，方法 Iでは47.8% (22/ 46), 方法IIで

は60.7% (37 /61) と，有意差はないものの

方法IIで高い受胎率を得ている。

●表10 ストロー内でグリセリン除去したウシ受精郵の移植成績

方法 移植頭数 受胎頭数 受胎率（％）

II 
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61 
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59 
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●表11 方法別受胎率の比較
（牛受精卵凍結技術に関する共同試験の集計結果）

方法 実施機関移植頭数受胎頭数受胎率（％

A法 29 182 69 37.9 

B法 29 135 45 33.3 

c法 30 171 82 48.0 

D法＊ 6 50 26 52.0 

合計 538 222 41 .3 

＊各機関独自の A及ひ B法以外のワンステップ法（笠井、 1990)51

これらの結果から， onestep straw法は，

フィールドに十分に普及・定着するものと應

われたが，現実的にはなかなか満足できる賊

果が得られていない。その原因としては，ス

トロー内に 2-3つの溶液層を作製しなけれ

ばならないこと。融解後，受精卵をグリセリ

ン層からシュークロース層およびM-PBS層に

移動させなければならないため，操作が煩扉

であること。そのため操作のための十分な枝

術の習熟が必要であること等が考えられる。

平成元年度に農水省家畜生産課が中心となり

全国38機関で行われた「ワンステップ法とス

テップワイズ法による受精卵の生存性の比煎

試験」の集計結果（笠井，1990)SI)では，ワンステ

ップ法が33.3%-52.0%, ステップワイズ社

が48.0%の受胎率が報告されている（図 7,表

11)。この比較試験では， 3つのワンステップ

法が比較されたが，そのなかで，最も良好な

成績が得られたのは各機関が通常行っている

方法であった。このことは各方法についての

操作の熟練度に差があるためと考えられ，枝

術の習熟が最も重要な要素であると言える。

12 Di「ectT「ansfer法

One step straw法は，技術の習熟が必要で

技術者間に受胎率の差が生じることから， one

step straw法より簡易な方法が求められる。

⑱ 畜産技術 1992年 1月号



図B エチレングリコールを用いたdi「ectt「ansfer法のストローの構成
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その簡易な方法は，凍結精液と同様に融解後，

凍害防止剤の希釈を行うことなく移植できる

方法 (directtransfer法）である。

Massip and Van Der Zwalmen (1984) 4J 

は， 1.4Mグリセリンと0.25Mシュークロー

スを凍害防止剤として用いて，ウシ受精卵を

凍結融解後，希釈をせず受卵牛に直接移植し

て受胎を得たことを報告した。 Suzukiet al 

(19905), 199053))も， 1.6Mプロパンディオー

ルを用い，同じように直接移植して高い受胎

率を報告している。著者ら（堂地ら，19916))は，

1.8Mエチレングチコールおよび1.8Mエチ

レングリコールと0.25Mシュークロースの混

合液を用い，エチレングリコールがdirecttrans-

fer法の凍害防止剤として有効であることを示

した（表12)。著者らの，エチレングリコール

を単独で用いる方法は，ストロー内は全てエ

チレングリコールとし，融解後，受卵牛に直接

移植して良好な受胎率(69.0%)を得ている。こ

の方法は，ストローの作製がonestep straw 

法より簡単であり，技術者間にストロー作製

の技術の差が殆ど無視できるものと思われる。

現在，エチレングリコールの濃度を検討中で

あるが，これまでの結果では1.8Mと1.5Mで

は受胎率に差がなく， l.OMでは極めて低い受

胎率である（堂地ら，未発表）。今後，さらに，

凍結の諸条件について検討を加える必要があ

るが，より簡易化されたdirecttransfer法の実

用化に期待が持てるようになってきている。

著者らの1.8Mエチレングリコールを用いた

direct trans£er法の方法は以下のとおりである。

1) 基本液はM-PBS+20%血清（血清は新

生子ウシ血清，子ウシ血清など）

2) エチレングリコールの濃度はl.8M(約

b: 空気層
樹氷の位置

●表12 Direct transfe「の各種凍書防止剤および受胎成績

報告者（年）
Massip et al 

(1987)521 
Suzuki et al 

(I 990)"' 

堂地ら

(1991) 

凍害防止剤 1.4M glyt0.25M sue 1.6M PD I .BM EG I .BM EG+0.25M sue 

受胎率 51.8(14/27) 60.6(20/33) 69.0(20/29) 52.0(13/25) 

gly: グリセリン sue: シュークロース PD: プロパンデイオール EG: エチレングリコール

10%) 

3) エチレングリコールの添加，ストロー

への吸引（図 8)

受精卵は一段階でエチレングリコール

溶液に移し，直ちにストローき吸引する

（シール側の小さな凍結媒液層は，移植

がスムースに行えず出血などのトラブル

が生じたとき，血液，粘液など子宮内に

取り込まないため，空気層の部分で切除

する目的で設けている）

4) 平衡時間は室温下10-20分である（乎

衡時間とはM-PBSからエチレングリコー

ルに移した時点から冷却を開始するまで

の時間）

5) 冷却

ストローは，ー 7℃の設定したプログラ

ムフリーザーに直接セットし， 2分後に

植氷を行い， 8分間保持したのちー25--

30℃ まで0.3℃／分で冷却し液体窒索に投

入して凍結する。

6) 融解

30-37℃の温水中で氷晶が消えるまで

浸漬して行う。

7) 移植

融解後，直ちに移植器にセットし移植

する。

13 ガラス化保存 (vitrification)

ガラス化保存法は，高い濃度の凍害防止剤

畜産技術 1992年 1月号 . 



を用い，液体窒索ガスまたは液体窒索に直接

投入して保存する非常に簡易な方法である。

したがって，プログラムフリーザーなどの高

価な機器を必要としないことや短時間で保存

処理が可能なことが大きな利点である。これ

までガラス化用の凍害防止剤はいくつか報

告54,55,58,60されている（表13)。Massipet al 

(1986) ?)は， 25%グリセリンと25%プロパン

ディオールの混合液用いて受胎率53.8%(7 / 

13), Van Der Zwalmen et al (1988) 55)は，

25%グリセリンと25%プロパンディオールを

4℃冷却することによってマウス胚盤胞の生

存率を改善できたことを報告している。著者

ら（堂地ら， 19908)) は， Massipet alの追試

を行い， VanDer Zwalmen et alが報告した

ように凍害防止剤を冷却することで桑実期の

受精卵から57.1%(8/14)の受胎率を得たが，

胚盤胞期以上では全く受胎は得られなかった。

しかし， VanDer Zwalmen et al (1989) 57) 

は，胚盤胞期の受精卵を， 3.4Mグリセリン

に室温下13分， 3.4Mグリセリンと0.25Mシ

ュークロースの混合液に室温下 7分ついで3.4

M グリセリンと3.4Mプロパンディオールの

混合液に 4℃下で浸漬し受胎を得ている。

また，桑山ら (1991)61)は， VanDer Zwalmen 

et al (1989) 57)の方法を修正し，体外受精由

来の胚盤胞で成功したことを報告し，浜野ら

(1991) 62)も，中潟(1989)SS)がマウス受精卵で用

いたDAP213(DMSO 2M, acetamide 1 M, 

propylene glycol 3M)を，ウシ体外受精によ

●表13 各種のガラス化溶液

凍害防止剤
Rall and Fahy Scheff en et al 中潟 kasai et al 

(1985)52' (1986)53) (1986)') (1990) 

Dimethyl sulphoxide 20.5%(w/v) 2 mol 

Acetamide 15.5%(w/v) I mol 

Propylene glycol I0.0%(w/v) 3mol 

Polyethylene glycol 6.0%(w/v) 

Glycerol 25%(v/v) 

I , 2 propanediol 25%(v/v) 

Ethylene glycol 40%(v/v) 

Ficoll 30%(w/v) 

Sucrose O.Smol 

って得られた 2-8細胞期の受精卵に用いガ

ラス化保存に成功したことを報告している。

これまで報告されているガラス化用の凍害

防止剤は，いずれも複数の凍害防止剤を混合

した闇い濃度のものを用いており，それらの

毒性が闇いため長時間にわたり受精卵を浸讀

することができない。したがって，より毒性

の低いガラス化保存用の凍害防止剤が開発す

る必要があり，今後の研究の成果に期待が寄

せられている。

14 Quick f「eezing法（クイックフリージング法）

液体窒素ガスまたは液体窒素に直接投入し

て受精卵を保存するもう一つの方法にquick

freezing法がある。ガラス化保存法と異なるこ

の方法は，ガラス化保存法に比べやや低い 2

-4Mの凍害防止剤と糖類の混合液を用いる

ため氷晶を形成する点が異なる。マウス受精

卵では高い生存率が多く報告63,64,65)されている

が，ウシ受精卵に関する報告は，著者が知る

範囲ではChupin(1986叫 198710>)の報告のみ

である。著者らも，これらの報告に準じてウ

シ受精卵に応用した経験があるが，全く成坑

しなかった。

Quick freezing法もガラス化保存法と同様

に，簡易な方法であり，プログラムフリーサ

ーを有していない所やフィールドにおいて受

精卵を凍結保存する場合，有用な方法である。

今後，ウシ受精卵でもマウス受精卵と同等の

生存率がえられるような研究が必要である。

さらに， quickfreezing法は比較的低い濃度の

●表14 ガラス化により超低温保存したウシ胚の移植における受胎咸〖

胚のステージ胚の品質 供試胚数移植胚数受胎頭数（％）

桑実胚

胚盤胞

Good 

Fair 

Poor 
------

Good 

Poor 

9

6

5

]

3

2

 

9

5

 
0
;
 0
 
0
 

5(55.6) 

3 (60. O) 

移植した胚は形態学的に正常なものだけを，子宮頸管経由法により移
植した。妊娠診断は，移植後23~33日の間に超音波断層法により，さ
らに移植後53~127日の間に直腸検査法により行った。

（堂地ら， 1990)''
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凍害防止剤で凍結保存するため，融解後，凍

害防止剤を希釈しないで直接移植できる可能

'性があり， quickfreezing法—direct transfer 

法という高度に簡易化された凍結保存移植技

術が実現する日は遠くないであろう。

これまで，ウシ受精卵の凍結（超低温）保

存に関する研究は，多くの成果を上げている。

しかし，フィールドにおける成果は未だ満足

できるものとは言えない。この研究は，今後

もその速度を落とすことなく進められるであ

ろうが，フィールドにおいて経済的に利用価

値のある技術としていくためには，個々の技

術者のそれぞれの段階での技術の向上も非常

に重要であると言える。
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家畜改良技術センター

長岡正二(ShojiNagaoka) 家畜改良事業団理事家畜改良技術センター

1 . 組織構成

家畜改良技術センターは昭和53年度に，血

液型検査課と人工授精研究課の二課構成で前

橋種雄牛センター用地内に併設する形でスタ

ートしました。

さらに平成元年度に附属施設として，東京

都東品川に東京バイテクセンターを設置し，

今 Hに及んでいまず。

以下，それぞれの設箇の経緯，現況について

紹介します。

2. 設立の経緯と現況

(1) 血液型検査課

牛の血液型検査は，農林省畜産試験場にお

いて早くから研究が進められ，それを血統の

正確性の確保のために，ホルスタイン登録協

会で導入されたのが昭和39年でした。

とくに， 40年代に入り，凍結精液の急速な

普及の動向がもたらす血統の混乱を懸念され

る中で，畜試においてはルーチン化した検査

はできないことが明確となったため，ホル協

では自ら実験室を設け検査体制を整えました。

しかし，これは結果的には極めて，苦しい

運営を強いられるところとなりました。

他方肉用牛においても検査の必要性が高ま

ってまいりました。

そこで，乳牛，肉牛含め，牛の血液型検査を

安定的に推進する体制を整備するため，家畜

改良技術センターに血液型検査部門を設けホ
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ル協より，血液型検査業務の移管を受け，牛

の血液検査を一元的に行うこととなりました。

従って，牛については，わが国を代表する

血液型検査機関として，国際動物遺伝学会の

会員として国際会議への参加を始め，隔年に

実施される抗血清の国際比較試験により，抗

血清及び血液型検査方法の国際的な標準化及

び検査方法の正確性の検証につとめています。

現在用いている検査方法は標準抗血清を用

いた赤血球抗原型の検査と電気泳動法による

血液蛋白型の検査であります。

標準抗血清の数は当初32種類でしたが，現

在は60種類に増やし，電気泳動法についても

当初の 3種類から 8種類に増やしました。

又，その解析にはコンピューターシステム

も導入し，正確性の確保と効率のアップにつ

とめています。

このような当団の使用する標準抗血清，血

液蛋白型の数は世界の主要国に比べても最も

高い水準にあり，国際標準化試験でも高い評

価を受けているところであります。

又，昭和62年には牛リンノ茫k抗元型 (BOLA)

の検査業務に着手し，各種の経済形質，抗病

性の遺伝関連などの解明につとめています。

検査の一般業務は近年の受精卵移植技術の

普及，乳牛及び肉牛の改良事業の拡充等の情

勢下で， 日増しに繁忙を極めています。

(2) 人工授精研究課

昭和46年乳用牛改良組織整備事業に伴う広

域家畜人工授精センターの設置により，県単



位の人工授精センターは漸次縮少廃止される

こととなりました。このことは又，同時に人

工授精関連の試験研究体制の縮少を招くこと

が懸念されるところとなりました。

このため，新しく設箇された広域家畜人工

授精センターの技術的な機能強化を目的とし，

家畜改良技術センターの一部門として，人工

授精研究課を設け，昭和53年に人工授精関連

の試験研究に着手しました。

この間，先ず種雄牛の健康管理の指標とし

て，血液成分甚準値の作成からはじめ，造精

機能及び内分泌検査，精液採取処理関連技術

の開発，或はプロジェステロン濃度測定法の

開発等の研究を進め，更に受精卵移植関連の

採卵用灌流装箇或は小型プログラムフリーザ

ーの開発も進めてきました。

更に又，昭和58年には体外受精の研究に着手

しました。その結果，昭和62年 4月には凍結

体外受精卵の移植により 2頭の子牛を生産し

ました。

そこで直ちに赤城酪連の協力を得て取組ん

だ移植実験で188頭に移植し， 59%の受胎率を

記録し，体外受精卵の実用的な利用の可能性

に向け明るい展望を拓くことが出来ました。

その後農水省畜産試験場，技術会議，家畜

改良センター，県畜産試験場，農協連等の委

託或は共同試験を進めてきました。

又，平成元年度に畜産振興事業団の助成に

より東京バイテクセンターを設置し，東京食

肉市場で生ずる卵巣の有効活用を図り，体外

受精卵の大量生産処理システムの確立をめざ

して技術開発を進めています。

体外受精技術は開発当初は，培養途路， 8 

細胞期以後は兎卵管への仮移植によって，胚

盤胞を生産していました。

それを平成元年に完全体外培養系を確立し

現在では全てそのシステムに移行しました。

平成 2年には，新鮮卵の空輸，或は陸路に

よる長距離輸送試験を実施し，輸送器，培養

液の開発を合せ，可成り長距離の輸送にも耐

えることを確認いたしました。

又，各種凍結保存技術の開発につとめ，ス

テップワイズからワンステップ更にダイレク

ト法へと研究を進めてきました。

その結果，今日では，ダイレクト法による

凍結でも十分移植に耐える体外受精卵が生産

できる水準に達しました。

またヴイトリフイケーション（硝子化凍結）

でも 10頭の受胎例を得ており実用化に向けて

技術開発中であります。

このような実験を踏まえて本年度から開始

される体外受精卵活用肉用牛増殖緊急対策事

業にあっては，原則として，ダイレクト法凍

結卵をメインに据えて生産したいと考えてい

ます。

3. 今後の方向

当団の種雄牛センターは，凍結精液の広域

供給を主たる目的とし設潰され運営してきま

した。しかし，近年のバイオテクノロジーの

急速な進歩と普及の動向は，受精卵の供給も

合せ機能することを求めるところとなってい

ます。

又，それらの技術の正確な実施の検証を担

保する技術も極めて重要となっています。

従って，当技術センターは，体外受精卵そ

れ自身の発生率の向上のための技術開発につ

とめるとともに，それを碁盤として，雌雄の

生み分け，クローン， ES細胞へと研究の分野

を拡大しているところであります。

又血液型検査にあっては， BOLAの検査方

法の充実を始め，更にDNA多型の検査方法に

ついても甚礎的な検討を進めているところで

あります。

そこで，当技術センターは，バイテクを駆

使する半生産時代の到来に視点を合せて研究

を進め，種雄牛センターの広域供給機能を活

かしてその普及につとめてまいりたいと考え

ています。
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~ マレーシア酪農の現状と課題

中西幹育(MikiyasuNakanishi) 脚畜産技術協会

はじめに

この度私はODA関係の調査でマレーシア

の酪農調査に行って参りましたのでその概要

を報告する。期間は平成 3年10月7日より 10

月22日までで，同行いたしましたのは今井達

郎氏（畜産局OB), 佐藤徳ー氏（全酪連），板

橋勤氏（畜産技術協会）の三氏である。

1 . 酪農の現況

①酪農の歴史

マレーシアに於てはその人的構成の大半を

占めるマレー系（約50%)と中国系（約40%)

には元来牛乳を飲む習慣はなく，少数派（約

10%)であるインド系の人々が飲み始めたの

がマレーシアに於ける酪農の始まりである。

即ち今世紀の始め頃ゴム園やオイルパーム園

の労働者として入国したインド系の住民がイ

ンドより LOCALINDIAN DAIRY (LID) 

を導入して飼育したのがマレーシアに於ける

酪農の始まりと言われている。その後マレー

系住民，中国系住民にも牛乳を飲む習慣が次

第に浸透し，所得の向上と共に牛乳乳製品の

消費は急速に進展し今や東南アジアに於ては

有数の牛乳乳製品の消費国となっている。政

府はこの様な事態を踏まえて1974年に酪農プ

ログラムを策定して酪農の振興に乗り出して

いる所であるが，その歴史は極めて浅いと言

わざるを得ない。

②頭数

1989年の政府発表の中の頭数は次の通りで

ある。
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BUFFALO 135,260頭

CATTLE 607,414頭

BUFFALOとは水牛である。統計的には少

しずつ減少傾向にある。 CATTLEの中味は

KEDAH KELANT AN (西マレーシアの

KEDAH州とKELANTAN州に分布するマレ

ーシアの代表的肉用牛）が大半で乳用牛は斜

11万頭と言われている。このCATTLEの数ij

政府の施策もあり，年々増加の傾向にある。

③品種及び能力

マレーシアに於ける乳用牛の品種としてlj

前述のLIDが54%を占める。LIDは単産地がイ

ンド，パキスタンであって，外型はゼブ牛1:

似ているが体型毛色とも均ーではない。LIDIJ

以前は全体の75%を占めていたが徐々に減少

して次に述べるFRIESIANSAHIW AL (FS) 

に移行しつつある。これはLIDは1乳期に斜

1, 000kgしか産乳量がないからである。これに

対してFSは約2000kgの産乳量を示している

このFSはSAHIWALにFRIESIANをクロスし

て出米た交雑種でFRIESIANの血量が50%で

ある。このSAHIWALはパキスタンの原産で

熱帯地方の乳用種として貴重な品種で熱帯蒻

方の各国に輸出されて各地の改良に役立って

いる品種である。本米であれば更にFRIESIA~

の血量を高めて乳量を多く出す交配が当然な

される所であるが熱帯の気候風土に適した直

量としては今の所50%のFRIESIAN血量が笈

定した血量の様である。然しマレーシア政庸

の担当官は乳量3500kgを目指してギリギリ61

％のFRIESIAN血量に持って行き度いと述ペ

ていた。そこで現在マ レーシア政府としては



新しい品種の作出を行っている。即ちそれは

MAFRIWALと言う新品種である。 MAFR-

IWALとはMALASIANFRIESIAN SAH-

IWALの略である。マレーシアで作出したFS

と言うことであろう。この作出は国の機関で

行われ， FSに更にZEBU,FRIESIANをクロ

スしてFRIESIAN血量62.5%を有する新品種

である。政府はこの乳牛をコンピューターに

インプットして血統の登録管理を行っている。

今後この新品種が増産されてLIDにとって代る

時マレーシアの生乳生産量は飛躍的に上るこ

とであろう。

④飼養管理

マレーシアに於て 1戸当りの飼養頭数は一

般的に 2頭前後の零細な規模であるので自ら

飼料作物殊に草類を作って飼養するタイプの

酪農は殆ど見当らない。草は一般に家の周り

の草や道路端の草即ち野草を利用しているに

過ぎない。一部の州では州政府自ら草地を造

成して無料で酪農家に供給している所もあっ

たが一般的な姿ではなかった。又特に優秀な

農家はネピアグラスを栽培して若い時期に何

回も有刈りを実施して極めて高い乳量を出し

て居た所もあったがこれは稀なケースである。

どちらかと言うと草よりもペレットや農場副

産物 (PALMKERNEL CAKE, 稲わら，籾

殻等）が主体となっている。

搾乳は殆んど手搾りで機械搾乳は稀である。

そして問題なのはSAHIWALの特徴として搾

乳の始めに子牛をつけなければ乳をうまく降

ろさないことである。そこで子牛に吸引させ

て母牛が乳を降ろし始めてから子牛を離して

搾乳し，％搾り終った所で残りの乳を飲ませ

る方法が一般的である。最後に飲ませるのは

完全に乳を搾り切る為であるが，この事は極

めて手間がかかるし又最も濃厚な牛乳が子牛

に飲まれて販売に廻らないという大きい問題

！ を残している。国立畜産研究所の話では子牛

をつけないで搾る牛は子牛をつける牛より平

均乳量が少いとの事であるが今後解決すべき

問題であろう。

2. 牛乳、乳製品の現況

① MCC (MILK COLLECTION CENTER) 

について

マレーシアに於ける酪農に就て語る時この

MCCを先ず語らなければならない。MCCは全

国に現在38ヶ所設置されて居り政府の機関と

してDVS(獣医局）の管轄下にある。このセ

ンターは酪農に関するあらゆるサービスを酪

農民に行って居り主なる業務は次の様である。

（ア）酪農民のトレーニング （イ）集乳、検査

（ウ）処理，販売 （エ）酪農資材の提供 （オ）人工

授精 （力）資金の貸付 （キ）病気の予防と診療

正に地域酪農の活動の中心となって居る。

②生乳の生産と販売

1990年に於ける生乳の生産量は約26,000tで

その内22,000tを農民が生産し残りの4,000tを

DVS直属の牧場が生産している。販売は農民

の生産した生乳の内約50%をMCCが集乳販売

し，約50%を農民が直接販売している。販売

価格はMCCに売る乳代が 1kg約40円で農民が

直接消費者に販売する乳代が 1kg約60円と約

50%高く販売している。農家では殺菌せずに

搾り立ての生乳を軒先で直接に瓶に詰めたり，

ビニールの袋に入れて消費者に売っていた。

非衛生的との質問に対して消費者は必らず煮

沸して飲むから大丈夫との事であった。そし

て政府はこの直接販売を乳価が高いこともあ

って奨励していた。平均的脂肪率は3.25で農

家の ll当りの生産コストは1990年で34円との

事である。

③牛乳及び乳製品の消費

この国の牛乳及び乳製品の消費量は私共が

DVSに於て聞き取った所では1990年で約50万

tで (1人当り約30kg)と可成り闇い水準とな

っている。消費の内訳は練乳50%, 全脂肪乳

30%, 育児用14%, 飲用乳他 6%の構成とな

っている。クアラルンプールのスーパーでの

調査では普通牛乳1000ml約125円， LL牛乳（生

畜産技術 1992年 1月号 . 



乳使用）約110円， LL牛乳（還元乳使用）約95

円となっていた。自給率は 5%であって殆ん

どを輸入に頼っている。今後はフレッシュ牛

乳を中心に自給率を10%に高めたいと言うの

が政府の大きい目標であった。牛乳，乳製品

の消費の伸びはこの 5年間で約1.4倍であって

今後も所得の伸びと共に品率の伸びが期待さ

れる。なお輸入品の主な輸入先はニュージ一

ランドとオーストラリアである。

3. 今後の課題

① 自給率の向上

先に述べた様に政府の酪農政策に於ける大

きい目標として牛乳乳製品の自給率の向上が

ある。即ち 5%の向上である。これを政府は

フレッシュミルクの増産により達成しようと

している。この為には次の事が必要であろう。

ア．能力の向上

前述の様にFRIESIANの血量を可能な限り

上げて能力の向上を図る事が必要であり，こ

の為の努力が前述のMAFRIWALとなって現

れている所である。

イ．雌牛資源の確保

現在マレーシア政府は毎年1,000頭以上の

FSをニュージーランド，オーストラリアから

輸入して農家に貸付けている。これは国家財

政の面からも毎年この様な事をしている事は

問題があるので今後は速やかに国内産で供給

して行く体制を整えるべきと考える。

ウ．企業的酪農民の育成

マレーシア政府は成雌牛10頭以上の酪農家

をコマーシャル酪農家と呼んでその育成を積

極的に行おうとしている。これは当初総花的

にあらゆる階層の酪農家に助成して居たが，

効果が思う様に上らず，ェリート酪農家の育

成に切替えたのであるが，その選択は正しかった

と思う。今後この施策の成功が期待される。

工．飼養管理の改善

前述した様に農家段階での飼養管理は大い

⑱ 畜産技術 1992年 1月号

に改善されなければならない。殊に草に対1

る考え方が極めて乏しいと言わざるを得なし

政府のこの方面へのより積極的な対応を期

したい。

オ．新技術の導入

マレーシア政府は海外に技術者を派遣して

ETを中心とする新技術の導入，普及に努力し

ている。政府としてはET技術を応用して泌〗

最2500kg以上の優秀なる雌牛を供卵牛として

優秀な雌牛の生産を計画している。この技侑

者には H本にて研修した人逹が沢山居てそれ

ぞれの地域で大活躍をしていた。今後この｝

面での成果を大いに期待したい。

②品質管理

私共調査団が帰国に際し最後の会合をDV1

で持った時， DVSから今後の日本に期待する

ものとして牛乳の品質管理が提起された。マ

レーシアの牛乳に対する品質管理の現状は岡

成り遅れていると言わざるを得ない。具体屈

には農家段階での集乳施設，農家よりの送乳

の手段， MCCでの生乳の処理，加工乳の生産

手段等に大いに改善すべき所があり，品質管

理面での近代化が急がれる所である。又前i
の様に農家が殺菌もせず軒先きで牛乳を処月

し販売しているのも衛生上から見ても問題と

考えられ，改善が必要であろう。

③ JICA研修生制度の拡大強化

私共は今回の調査でマレーシアの各地で廿

本にJICAの研修生として勉強に行き，帰国復

大いに活躍している多くの人達に会った。そ

してこの人達がマレーシアの畜産の進展に大

いに貢献している姿を見て大変頼しく思っt
そしてこの人達が日本に於ける研修を大いに

評価し，感謝しそして極めて親日的感情を持

っている事を知り，われわれの苦労も報いら

れた事を知った次第である。今後より一層il)

この制度の拡大強化を期待して止まない所で

ある。
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第75回国際酪農運盟

年次会議の概要

北川斐夫 (Yoshio Kitagawa) 社日本国際酪農連盟

はじめに

我が国の生乳生産量は，既に820万tを超え，

酪農は今や日本農業の碁幹部門であり，乳業

も又，食品製造業において首位を争うまでに

成長し， 日本の牛乳・乳製品の生産・消費は世

界的に見ても有数の規模に達している。酪農・

乳業は，今後とも国民の健康と栄養を支える

大きな柱としての責務を全うするため，一層

の発展を期しているところであり，他方，貿易

の自由化など，近年の厳しい国際環境に対応

するために，懸命の努力が行われている。

このような時期に国際酪農連盟の年次会議

が，同連盟加盟国や関係国際機関から多数の

代表の参加を得て，東京で開催されたことは，

会議本来の成果はもとより，各国関係者との

交流，情報交換，我が国酪農，乳業の現状の

海外への紹介等，極めて有意義であったと考

えている。年次会議が無事に終了した機会に，

国際酪農連盟の紹介を兼ねて会議の概要を報

告させて項く。

国際酪農連盟

国際酪農連盟 (InternationalDairy Feder-

ation, IDF)は，酪農・乳業の科学，技術及び

経済等，総ての分野に関する諸問題を国際的

な協力の下で協議，検討するため，独立した

非政治的，非営利的な国際団体として1903年

に設立され，現在32カ国が加盟し，本部はベ

ルギーのブリュッセルに置かれている。

IDFは，生乳生産，衛生，製造技術，経済，

販売，法規，規格，化学分析，微生物分析，

酪農科学及び教育の各部門を担当する 6つの

専門委員会と，その下に115の専門小委員会を

設置し，これら各委員会はIDF活動の中核を

なし，各国の国内委員会と緊密な連携を保ち

つつ，諸問題の検討，解決に当っており，加

盟国の専門家約500名が参加，活動している。

IDFは又，多くの国際機関，団体，学会とも

協力関係にあるが，特にFAO,WHOとは，

乳・乳製品の国際規格の検討，設定について，

ISOとはサニタリー規格の検討，設定につい

て，夫々緊密に協力している。

⑭日本国際酪農連盟は，我が国の酪農・乳

業を代表する機関として1956年（昭和31年）

にIDFに加盟し，以来，同連盟の日本国内委員

会として，専門委員会，専門小委員会活動及

びFAO,WHO関係委員会等への参加を始め，

海外の酪農・乳業に関する情報，資料の収集，

紹介等の活動を続けている。

国際酪農連盟の年次会議

IDFの年次会議は，毎年 1回， IDF及び当該

年開催国の国内委員会の主催により，全加盟

国の関係者及び関係団際機関，団体の代表が

出席して開催される。この年次会議では過去

1年間の専門委員会活動における調査，研究

結果が審議されるとともに，新規作業への取

組み等が協議される。

これまで，年次会議は主としてヨーロッパ

やオセアニアの加盟国で開催されてきたが，

畜産技術 1992年 1月号 . 



我が国では， 1972年（昭和47年），第56回年次

会議が，常陸宮，同妃両殿下ご臨席の下に開

催されて以来， 19年振り 2度目の開催である。

第75回国際酪農連盟年次会議の概要

(75th Annual Sessions of the IDF) 

1 開催概要

開催期間：平成 3年10月13B -18日

開催場所：高輪プリンスホテル

主 催：国際酪農連盟，（ネり日本国際酪農

連盟

後 援：農林水産省，厚生省

会議日程：

10月13B (日） 登録受付開始

常任研究委員会，常任専門委員会，各国事

務局長会議，酪農家会議

10月14日(J'j) 開会式

A専門委員会，F専門委員会，各国代表者会議

歓迎レセプション

10月15日伏） C専門委員会， E専門委員会，理

事会，乳業代表者会議

10 月 16 日~灼 B専門委員会， D専門委員会，マ

ーケティング会議

10月17日困 常任研究委員会， IMP会議，研

究委員会 クロージングバンケット

10月18日（命総会，閉会式

会議参加者数：

海外 29カ国（加盟国24, 非加盟国 5)及び

7国際機関より 424名

国内 団体及び個人会員等より，約250名

2 主要な会議及び行事

(1) 開会式

開会式は次の式次第により盛大に挙行され

た。特に，皇太子殿下の行啓を仰ぎ，お言葉

を賜わったことは，海外の参加者に対し，我

が国が酪農・乳業と本年次会議に寄せる熱意

と期待を強く印象づけ，深い感銘を与えた。

歓迎挨拶 桧垣徳太郎JIDF会長

開催国政府挨拶 近藤元次農林水産大臣

皇太子殿下 お言葉

国際酪農連盟挨拶 W.M. ダイクストラ

⑲ 畜産技術 1992年 1月号

IDF会長

(2) 専門委員会及び研究委員会

年次会議の中心となる各専門委員会は，『

記日程のとおり，開会式に引続き， 14日から

16日までの 3日間にわたって行われた。

各専門委員会毎の内容を紹介するゆとりは

残念ながらないが，これら専門委員会では，

常任委員会及び傘下の小委員会の過去 1年閉

の活動状況が報告され，それについての検訃

及び活動の成果である報告書，論文等の刊行

の検討が行われた。又，小委員会の今後の眉

究課題及びセミナー，研究集会等の開催計匝

さらに，新規の課題とそれを担当すべき新し

い小委員会の設置等が検討された。

その外，後述するように多くの専門委員合

において特別講演が行われた。

以上の専門委員会が終った翌10月17日にIi

研究委員会が開かれ，各専門委員会委員長及

び研究委員会委員長により，各専門委員会0

総括報告が行われた。

なお，各専門委員会，研究委員会の副議長

には，慣例により，開催国である我が国の各

専門委員会委員長，専門委員長会議委員長が

夫々選任された。

(3) IMP (国際牛乳普及）委員会

IMP委員会は， C専門委員会に属するCI小

委員会であるが，検討課題が結論に逹すると，

報告書を作成して解散する他の小委員会とは

性格が異なり，恒久的な組織として1956年に

設置されて以来，既に30年以上に亘って活眉

を続け，現在22カ国が参加している。

本委員会は10月17日に開催され，特別講韻

の外，牛乳・乳製品の普及に関する諸問題に

ついての報告，討論が行われ，又，今後の諄

題等が検討された。

なお， IMP委員会が年次会議中に実施する

各国の牛乳・乳製品普及のポスター展示には

今回， 12カ国からポスター，パンフレット等

129点が出展され，各国の普及活動に対する

様々な努力がうかがえた。



(4) マーケティング会議

IMP委員会の主催により， 10月16日に開催

され，特別講演に続き，今春のIMP委員会で

行われた国際牛乳・乳製品宣伝コンクールの

予選を通過した，イギリス（牛乳），デンマー

ク（料理教室）及びフランス（バター）， 3カ

国の作品について最終審査が行われた。審査

の結果はクロージングバンケットの席上で発

表され， 1位に選ばれたフランスに対し，

IMPトロフィーが授与された。

(5) 特別講演

この度の年次会議ではA,B,C及びFの各専

門委員会において計18の特別講演が行われ，

うち日本から 7氏，外にIMP委員会，マーケ

ティング会議での講演を併せ計 9氏の講演が

行われた。（演者及ぴ演題は別掲）。

(6) ミルクバーの開設

主として海外からの参加者に，我が国の牛乳・

乳製品の紹介をかね，会議期間を通じて試食，試

飲用ミルクバーを開設した。提供商品は，牛乳，

ヨーグルト，アイスクリーム，チーズ及び乳飲料

等で，何れも参加者の好評を得，熱心な質問が多

かった。又，ミルクバー会場では前述の各国ポス

ター展示が行われ，会場に色どりを添えた。

(7) 閉会式

●特別講演 演者及び演題一覧

委員会名 演者（所属）

A委員会(I0月14日開催） 酒井格（乳質改善協会）

A委員会(I0月14日開催） 市川忠雄（北里大学）

B委員会(I0月16日開催） 上野川修一（東京大学）

年次会議の最終日， 10月18日に総会に続い

て閉会式が行われた。式は東京大学管弦楽部

の弦楽演奏で幕を開け，ダイクストラIDF会長

の挨拶，次回年次会議開催国ドイツ代表の招

致演説とビデオによるプレゼンテーションが

行われた。次いでフラッグセレモニーに移り，

JIDF桧垣会長，ドイツ国内委員会ゲプレグス

会長がメインステージに登壇， IDF旗が桧垣会

長からゲプレグス会長に手渡された後，全員

起立のうちに日独両国の国歌が演奏され， IDF

会長の閉会の言葉をもって式を終了した。

以上が第75回国際酪農連盟年次会議の概要

である。本年次会議が，当初予想した250名を

遥かに上回る多数の参加者を海外から迎える

ことができ，さらに，その準備，運営について

も，IDF会長始め，多くの参加者から高い評価

を受けて成功裡に終ることができたのは，こ

の年次会議をいわば国家的行事ととらえて，酪

農・乳業界の総力を挙げたご支援，ご協力があっ

たればこそと感謝の念に堪えないところであり，

同時に，国際的にも厳しい環境におかれている我

が国の酪農・乳業の発展のために，今回の年次会

議の成果がいささかでもお役に立つことができ

るよう，切に願っている次第である。

演 題

日本の酪農家における乳質及び衛生管理シス

テムについて

日本の酪農における主な家畜疾病について

酵素及び蛋白質に関するパイオテクノロジ一

の進展状況について

C委員会(I0月15日開催）
桧垣徳太郎（日本国際酪農連

日本の酪農・乳業の現状と展望について
盟）

C委員会(I0月15日開催） 芝田 博（畜産振興事業団） 日本における生乳計画生産について

F委員会(I0月14日開催） 森地敏樹（日本大学）
日本における発酵乳製造に関する乳酸菌につ

いての研究の最近の進歩について

F委員会(I0月14日開催） 山内邦男（日本大学）
生物学的機能を有する乳の蛋白質及ぴ乳蛋白

質由来のペプタイドについて

マ ケナイング会議(10月
16日開催） 田中時信（雪印乳業） 日本における牛乳・乳製品の市場について

IMP会議(10月17日開催） 宮崎武幸（全国牛乳普及協会）
日本における牛乳・乳製品の普及活動につい

て

畜産技術 1992年1月号 . 
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r受精卵移植技術の現状」

頼田勝見(KatsumiY orita) 農林水産省畜産局家畜生産課

この度平成 2年度における全国の受精卵移

植実施状況がまとまったので，ここにその一

部を紹介する。

l . 受精卵移植の実施状況

受精卵移植による最初の産子は，昭和39年，

国の畜産試験場において誕生した。

その後，主として畜産試験場での甚礎的研

究，国の家畜改良センター（旧種畜牧場）で

の実用化のための技術開発，県の畜産試験場

を中心としたフィールドでの実証試験といっ

た一連の流れを通じて，受精卵移植技術の普

及は着実に進んできた。

表 1は，牛受精卵移植実施機関数の推移を

示したものである。受精卵移植実施機関数は

●表 l 牛受精卵移植実施機関数の推移

45; 50 55 56 57 58 59 60 61 62 63 元 2

国、都道府県 2 6 12 I 9 34 50 63 65 66 69 64 62 71 

大学、その他 0 0 7 11 15 21 32 41 60 73 87 130 170 

計 2 6 19 30 49 61 95 106 126 142 151 192 241 

資料：農林水産省畜産局調ぺ

単位ふ 圏 1 牛受精卵移植実施機関数の推移
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冒国狐逼m □ *"'・<の他

年々増加しており，平成 2年度には241機関

達している。受精卵移植技術の実用化・普〗

の初期の段階では，国や都道府県の機関が叶

心になって受精卵移植を実施していたが，贔

近では，農協や共済などの民間機関におけt

実施が増加してきている。

図 1は，昭和60年度から平成 2年度まで町

受精卵移植実施機関数の推移をグラフによぅ

て示したものである。昭和60年度以降，国

び都道府県の実施機関がほとんど変化してい

ないのに対し，民間の実施機関数は着実に柑

加し続け， 5年間で 4倍以上の増加を示して

いる。特に昭和62年度に両者が逆転した後0

民間実施機関数の増加は著しく，この頃を月

に民間への受精卵移植技術の普及が急速に崖

んだものと思われる。

表 2は受精卵移植従事者数の推移を示しt:

ものである。従事者数は，平成元年度までIi

かなり急速に増加してきたが，平成 2年度Ii

ほぼ前年度並みにとどまっている。

図 2は昭和60年度以降の受精卵移植従事者

定数の推移をグラフに示したものである。こ

の 5年間マ、』及び都道府県の従事者数がu
倍となっているのに対し，民間の従事者数は

4.3倍となっており，ここでもやはり民間機関

における受精卵移植技術の普及が近年急速に

進みつつあることが窺える。

表 3は，受精卵移植に供された供卵牛頭晨

受卵牛頭数及び受精卵移植によって生産され

た産子数の推移を示したものである。これら
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●表？ 牛受精卵移植従事者数の推移

悶 50 55 56 57 58 59 60 61 62 63 元 2 

国 0 3 10 11 21 55 71 71 78 72 72 76 80 

都道府県 10 13 26 46 129 220 268 466 528 564 603 786 771 

その他 0 0 32 48 86 140 133 182 296 390 581 756 776 

計 10 16 68 105 236 415 472 719 902 l、0261、2561,618 I ,627 

資料：農林水産省畜産局調べ

従事者とは，試験研究者等も含む

嵐位人 図2 牛受精卵移植従事者数の推移

60 62 63 

零度

□ Ill. 纏遍府県 o ~ の飽

の実績も年々増加してきており，平成 2年度

においては， 7.704頭の供卵牛から受精卵が採

取され， 19,865頭の受卵牛に移植され， 5,912

頭の受精卵移植による産子が生産されている。

また，受精卵移植による双子生産も同様に増

加しつつあり，平成 2年度においては，全国

で462組， 924頭の双子が生産されている。

図3は，この産子数等の昭和60年度以降の

推移を示したものである。特に昭和62年度以降

の移植頭数の伸びは著しく，毎年3, 500-4 , 000 

頭ずつの増加を示している。

2. 現在の技術水準

このように，家畜の改良増殖に多くの可能

性をもたらす新技術として期待され，急速に

普及が進みつつある受精卵移植技術も，あく

までも家畜繁殖技術の一つであり，最終的に

効率良く子牛を得ることができなければ有効

な技術であるとはいえない。

受精卵移植の技術水準を推測するための尺

度の一つとして最も適当なものは受胎率であ

り，受精卵の状態別受胎率の推移を示したも

●表3 牛受精卵移植による産子数等の推移
（単位：頭）

供卵牛頭数 受卵牛頭数 産子数

うち双子

50年度 32 10 I 

55 317 498 73 

56 415 617 170 

57 806 I ,205 207 

58 I ,267 1,932 325 

59 2,093 3,207 422 

60 2、724 5,034 887 (47組） 94 

61 3,589 6,850 1,382 (II 0組）220 

62 4,078 8,559 2、291 (216組）432 

63 5,207 12、253 3、366 (268組）536 

元 6,899 15,788 4、884 (441組）882 

2 7,704 19,865 5、912 (462組）924 

資料：農林水産省畜産局調ペ

単位・干韻
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のが表 4である。受精卵移植の受胎率の当面

の到達目標は，人工授精の初回受胎率（約60

％）であるが，少なくとも新鮮卵移植の受胎

率は50%を越え，かなり目標に近づきつつあ

るといえる。しかし，凍結卵移植の受胎率は，

年々向上はしているものの，まだ40%程度に

とどまっており，満足のいく数字であるとは

いえない。

また，平成元年度までは，新鮮卵，凍結卵

移植供に受胎率は順調な伸びを示してきたが，

平成 2年度においては，凍結卵の受胎率はや

や向上しているものの，新鮮卵の受胎率は前

年度並にとどまっている。このことから受精

卵移植における受胎率がほぼ上限に達しつつ

あるような感があるが，技術者によっては

60-70%以上の受胎率を達成している者もあ

畜産技術 1992年 1月号 Oり



ることから，決して表 4の数値がこの技術の

限界を示唆しているものではないと考えられ

る。ここに示した受胎率は，毎年新たに受精

卵移植に着手する機関が増加し続けている中

での平均値であり，それが少なくとも前年度

より低下していないことから，個々の技術者

の受胎率は，着実に向上しつつあると思われ

る。

いずれにしても，受胎率の向上は，受精卵

移植技術の普及を進めていく上で最も重要な

課題の一つであることから，今後とも人工授

精並みの受胎率達成へ向けて，受精卵凍結技

術や，移植技術等の高位平準化を図っていか

なければならない。

3. 受精卵移植技術の今後の検討課題と

新しい技術

現在の受精卵移植技術では， 1回の採卵で

約 5個の正常卵が採取され，これを 1年につ

き4回程度繰り返すことができることから，

結局， 1頭の供卵牛から 1年間に平均約20個

の正常卵を採取することが可能となる。しか

し，これはあくまでも全国的な平均値であり，

過剰排卵処理に対する反応は個体差が大きく，

まったく正常卵が回収できないものから， 1 

回につき20個もの正常卵が採取されるものま

で様々で，この個体差をいかにして少なくし，

なおかつ 1回当たりの採卵数を向上させるか

が問題となっている。また，今のところ，採

卵の間隔は， 3ヵ月程度必要であるとされて

おり，これ以上短いと過剰排卵処理に対する

反応性等に問題が生じてくるようで，現在，

この間隔を短くして，連続して採卵ができる

技術の開発も検討されているところである。

以上のような採卵における不安定要素や，

過剰排卵処理に用いるホルモン剤等が高価な

こと等によって，現状の技術レベルでは，受

精卵 1個当たりの生産コストはどうしても割

R 畜産技術 1992年 1月号

高になってしまい，これが受精卵移植普及I:

おけるネックのひとつとなっている。

このような状況の中で，近年，体外受精應

移植技術の実用が急速に進展し，注目を浴し

つつある。これは，今まで廃案されていたと

体の卵巣から未受精卵を取り出し，体外で息

熟，受精させて受精卵を作る技術であり，札

術が確立すれば，低コストでの受精卵供給か

期待される。また， と畜後の雌牛から卵巣を

採取することから，母親のと体成績が明か｛

受精卵を作ることが可能となり，肉用牛の且

良にも大きく貢献することが期待されてい！

さらに，この体外受精技術は，核移植（）

ローニング）や，遺伝子導入等の新しい技『

の碁礎となる技術としても重要である。加

国では，平成 2年 8月に核移植技術による蘭

初の産子が誕生しており，今後これらの新札

術の展開も期待されるところである。

しかし，こういった先端技術も，受精卵

移植，受胎，分娩といった経過を経なけれI;

最終的な目的である産子の生産に結び付灼

いことから，碁本的な受精卵移植の技術術

の確立は，何にも増して重要であり，今後t

も，技術のさらなる高位平準化のための積i

的な取り組みを行っていく必要がある。

●表 4 牛受精卵の状態別受胎率の推移
（単位 ：゚；

受胎率

62年度 63 プ 2 

I卵移植 48 51 52 51 

新鮮卵 2卵移植 52 51 53 57 

計 49 51 52 52 

凍結卵 1卵移植 31 35 39 41 

2卵移植 43 45 49 46 

計 34 38 41 42 

分割卵 42 38 37 38 

追い移植 53 54 56 53 

資料：農林水産省畜産局調ペ



地域の動き 東京都

都市残遣と酪農経営

益田訓治(KunjiMasuda) 東京都畜産会

はじめに

畜産をめぐる諸情勢は牛肉の輸入自由化に

象徴されるように一段と厳しさを強め，国内

的には計画生産を余俄なくされる中で，畜産

物価格の内外格差是正のため，生産コスト低

減の要請が強まっている。一方，消費者ニー

ズの多様化，高級化，本物志向などにより，

そのニーズに応えられる畜産物の生産がもと

められている。

東京都の畜産は，急激な都市化の影響と畜

産物価格の低迷により農家戸数並びに家畜飼

養頭羽数は年を追って減少し，後退を余儀な

くされてきた。然し，今日，経営を続けてい

る畜産農家はこのような厳しい経営環境のな

かにありながら，大消費地立地条件とたゆま

ぬ努力により，都市農業の主要な位置を占め

都民生活に大算きく貢献し使命を果している。

1 . 飼料資源

●表 l 東京都の畜産の状況

飼養頭羽数および飼養戸数の動向

s~:6~6>l~f~

典型的に飼料甚盤の狭い，東京の酷農は豆

腐粕，ビール粕等，食品製造粕を利用する一

腹搾乳専業型の所謂「粕酪農」と言われ，都

市残漆は飼料資源として利用されてきた。

然し乳成分取引甚準値の改定 (62年，乳脂

肪率3.5%,無脂固型分率8.5%)や社会的環

境の変化は臭に対する過敏な忌避感が強く，

また，購入飼料の割安感，労働力の不足があ

げられ，給与量を減じたり中止する傾向にあ

る。必然的に流通飼料に依存する度合が高く

飼料資節減のための方策が改めて問われるこ

とになり，飼料資源として利用される粕類を

対象とした。

調査に当っては，慣行的に豆腐粕，ビール

粕併用，ビール粕単用，型の通年給与するニ

事例の粕の発生状況，利用状況，経営技術成

果等である。

2. 地域の酪農経営環境

平成 2年12月末現在，東京都の乳牛飼養頭

数は， 5,800頭，自給量換算では75万人分の年

間需要量を賄いうる量であり都民の食生活に

果す役割は大きなものがある。

都市住民との交流を図り，畜産業に理解を

得るとともに，地域住民と一体となった都市

畜産を定着させることが肝要である。緑と都

市空間がおりなす役割は大きく，家畜にふれ

あう事から理解が生まれ，手作りヨーグルト，

チーズ，ハムを通じて地域に溶け込んだ交流

も行なわれ，新しい都市酪農が試みられてい
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る。

一方，調整区域では，後継者が多く 一部で

は大型機械共同利用の集団化もあり，比較的

自給粗飼料生産が高い。多回給餌，コンプリ

ートフイデング等，新しい技術導入とともに

乳牛改良に意欲的であり，乳牛改良同志会，

牛群検定組合が組織され，都市酪農を守り育

てようとする，エリート集団が形成されてい

る。

3. 粕類の発生状況

酪農で従来利用されていた粕類は，ビール

粕，豆腐粕を筆頭に，モヤシ粕，アン粕，米

麦残飯，パインアップル皮芯，麺類，菓子，

パン類その他多数にのほるが，乳牛ではビー

ル粕，豆腐粕が主要となっている。

①ビール粕

ビール粕は企業的に生産され，系列会社を

介して流通するため，農家直接取引は全くな

く，従来の生粕だけでなく，脱水，乾燥，バ

ックサイレージに商品化され，使い易く加工

されている。

②豆腐粕

豆腐粕は家内工業的に小規模に生産される

ものが多く，都内一円には2,300店舗から日常

140tの粕が発生している。従事者の老齢化，後

継者難，交通事情，立地条件等設備近代化は

困難と云われ製造業者は減少する傾向にある。

ー店舗の発生する粕は40-60kg程度で，飼料

用として30%,肥料20%,残り 50%は焼却処

分される。

地域によって異なるが，概ね公共焼却料は

kg 5 -10円と言われ，生活塵芥同様10kg袋で

小分けされ，無料で処分されるため，手取り

早く焼却されることになる。

業界の研究開発もランニングコストの点で

決め手のないままと言われる。

季節変動の大きな発生量は小規模酪農経営

の取引に難しさがあり，泌乳効果の高い飼料

だけに過剰給与になり易く，貯蔵しサイレー

R 畜産技術 1992年 1月号

ジにする安定した給与が必要となる。

4. A農家経営概況（ビール粕，豆腐粕型）

家族労働力及び経営規模は表 2のとおりて

土地甚盤は狭く，借地による拡大は不可能で

近辺の開発は坪50万円をこえている。

事故牛の起立不能 3頭は産褥熱と診断され

乳房炎による廃用はないが，乳房炎感染牛て

●表 2 家族労働飼養規模

家族労働 ！ 年齢 従事日数 I ＇ 作業分担

本人 I 36 300 : 飼養管理飼料生産

妻 33 200 II // 

父 70 I 00 i // 
母 65 60 II 

飼養頭数 経産牛23頭 I 育成牛16頭

耕地面積 1 飼料圃 IOOa 借地 Oa 

粕の種類 ピール粕 I 豆腐粕

●表 3 廃用状況 単位： 頭％

区 分 ' 元 2年

低能カ・老齢 1 I 3 

起立不能 i 3 
I 

゜繁殖障害 I
I 2 

不受胎I
乳房炎

゜ ゜乳器障害 ，

゜ ゜疾 病 等 I 3 

゜計 8 5 

廃 用 率 1 23 5 22 0 

●表 4 繁殖成績 単位：日，回

区分 1平 均 1平 均 1平 均 分娩後初回1平 均
；分娩間隔 空胎日数 ，乾乳日数種付日数 ，種付回数
， 

尤 1
I 

記録不明につき空欄

2年 I 47 I 173 67 

●表 5 飼養頭数

区 分 l
元

経産牛平均
23.0 

飼 養 頭 数

搾乳牛平均
20 I 

飼 養 頭 数

平 均 産 歴 2. 5 

●表 6 年間検定成績

区 分 元

搾乳牛一頭当たり年 7,200 
間平均乳量

経産牛一頭当たり年 6,458 

間平均乳量 (17 7) 

年間平均乳脂率 3 49 

年 間 平 均
8. 73 

無脂固形分率

87 

備考 （ ）内の数値は，一日当たりの平均乳景

2 .4 

単位：頭産

2年

22 7 

20 3 

2 0 

単位： kg, % 

2年

7, 08 I 
(19 4) 

6,351 
(I 7. 4) 

3,61 

8 59 



●現在の飼料給与状況 （平成 2年12月現在）

飼料メニュー及び給与塁（表 8) 単イ立： kg 

種 類

I. 粗飼料

稲わら（乾草）
I 7 .o I s.o 

2 . ; 農厚飼料，その他
ミルキーペレット（配）

6. 0 5.0 

3. 自家配合飼料 26.0 I 22.0 

●表9 自家配合の内容 単位： kg 

種 類 配合割合

ピール粕（生） 27.9 

とうふ粕（生） 18.6 

ピートパルプ 7.7 

ふすま（普） 4.6 

圧べん麦 3. I 

圧べんとうもろこし 3. I 

糖蜜 2.0 

コーンサイレージ 23.2 

ヘイキューブ 9.3 

コロイカル 0.3 

ネオリンカル 0.1 

合計 100.0% 

●表10 給与飼料の栄養評価 単位： kg 

乳量別給与量
種 類

20キロ以上 15キロ以上 10キロ以上

I. 粗飼料

ヘイキュープ 2.5 2.0 I. 7 

稲わら，乾草 7.0 5.0 5.0 

コーンサイレージ 6.3 5.2 4.2 

2 . 濃厚飼料，その他

ミルキーペレット（配） 6.0 5.0 4.0 

ピール粕（生） 7.5 6.3 5.0 

とうふ粕（生） 5.0 4.2 3.4 

ピートパルプ 2. I I. 7 I .4 

ふすま（普） I .3 I .0 0.8 

圧ぺん麦 0.8 0.7 0.6 

圧ぺんとうもろこし 0,8 0.7 0.6 

糖蜜 0.5 0.4 0.4 

コロイカル 78g 66g 54g 

ネオリンカル 26g 22g 18g 

適正乳量 kg 30kg 20kg 15kg 

DCP充足率 ％ 124.0 146.0 146.2 

TDN充足率 ％ 100 9 109.7 106.4 

Ca/P比 1.9 I. 8 I .9 

乾物中の粗繊維含量％ 18.3 17. 7 18.4 

摂取乾物量の体重比％ 3.5 2.8 2.4 

粗飼料：濃厚飼料比 43 : 57 41 : 59 44: 56 

●表ll 経済性（経産牛 I頭当たり但し育成牛分を含む）

経営技術，経営収益分析 早位：円，%, kg, 回

農家□冒，：，:I無□1::: 亨
15,300 I 132、158I 11. 9 I 59. 2 I 2. 4 

あり，清掃，消毒等，舎内環境整備に心掛け

ている。平均分娩間隔15.7ヶ月，平均種付回

数2.4回と多く，不妊牛の発生は経営負担を増

幅させている。

年間検定成績は改善以前の結果であり，慣

行的な飼養管理で，乳量6.351kg, 乳質は碁準

値内にあるが，季節ごとの変動が大きく，暑

熱による影響がみられる。

給与量はビール粕（乳酸醗酵） 5 -8 kg, 

豆腐粕 3-5 kg (生）で回収業者の積載量に

よって給与量が一定しない。

更に飼料圃100aに過ぎない事情もあって，

12%程度の自給率で流通粗飼料を合算して も

DM92%, TDNぱ泌乳水準でしかなかった，

12月以降，給与飼料改善によって乳量，乳質

は漸増している。

経済性は表11のとおり，経営基盤が脆弱で

あり，飼養管理の不手際も重なり 生産性 ・収

益性ともに意図した結果は得られない。

5. B農家経営概況（ビール粕）

家族労働力及び経営規模は表12のとおり本

●表12 家族労働，飼養規模

家族労働 年齢 従事日数 作業分担

本人 34 300 飼養管理．飼料生産

妻 33 200 // 

” 
父 78 100 // 

母 61 60 “ 
飼養頭敬 経産牛36頭 育成牛18頭

耕地面積 飼料囲280a 借地140a

粕の種類 ピール粕

●表13 飼養頭数

区 分 I 63 I 元 2年

経産牛平均飼養頭数1I I 34 2 35 2 

搾乳牛平均飼養頭数 30. 0 31 9 

平均産歴 3 2 3 2 

畜産技術 1992年 1月号 。



人を始め家族 4名で役割分担をもっている，

耕地面積は飼料圃280a(内借地140a)で調整

区域に所在し，立地条件は恵まれている。

年間検定成績は，経産牛当り乳醤は6.680

kgで季節によって乱高下している。乳脂肪率

3.57%-4.02%, 平均3.81%, 無脂固形分率

8.61%で 8月-9月， 12月の 3カ月間は基準

値を下回り，生ビール粕の切換時に低下して

以来，脱水ビール粕を利用している。

更新計画では， 自家補充牛 8-12頭を目標

に設定している。乳廃牛価格暴落時期と重な

り淘汰牛と重なり平均乳量は低い。

廃用牛は16.6%, この内，乳房炎，乳器障

害は依然として変らない。繁殖成績は初回種

付で受胎させることに注意してきたが，結果

として意図した成績をあげていない。

飼料給与状況は，乳量別給与計画を設定し

乳量，乳質とも順調な伸ぴを示している。 7

月までアン粕を 2t車 1台（粕処理料付）を 1

日6kg給与していたが，特に水分が多く腐敗

が早いため中止している。

経済性は経営管理状況等を総括して検討す

ると，経産牛 1頭当り所得179.992円，所得率

22.9%, 乳飼比43.2%,牛乳 1kg当り生産原

価97円となる。衛生費は前年に疾病が多く，

予防衛生費として支出されている。以降はt
営技術とも適切な対応がとられ，安定したi
与に留意されている。

おわりに

2年に亘る各事例の概要を述べたが，経虐

の大小，或いは技術上の条件によって，そi

ぞれ粕類を利用した異なった生産活動があ

た。当面の課題として，飼料給与上ではDM/;

取旦に関心を持っており，従前と比較してt
類給与ば慎重になっている。年間の乳質は『

肪率平均3.61-3.81%, 無脂固形分卑

8.59-8.61%の高品質牛乳生産を達成してし

る。季節によって若干碁準値を下回ったこと

脂肪と無脂固形物のバランスをとることはt
しく充分能力を発揮されるまでに至らなか

た。慣習的な給与方法は個体ごとに給与量i

把握されず，質的にはバラッキの多い生給与

であり，個体管理の徹底とステージごとのt
●表14 年間検定成績

区 分 63

搾乳牛一頭当たり年
間平均乳量

経産牛一頭当たり年
間平均乳量

年間平均乳脂率

年間平均
無脂固形分率

単位： kg, % 

' I  
冗 2年,. -

7. 702 7,556 
(21. I) (20. 7) 

6,730 6,680 
(18.4) (18. 3) 

3.69 3.81 

8.64 8.61 

傭考（ ）内の数値は，一日当たりの乎均乳量

（表15)
搾乳牛 1日1頭
当たり平均乳量

ビ3乳量ー→乳脂率

kg 45 

40 

35 

30 

25 

乳脂率無脂固

ー_.... 無脂固形分率 形分率

% % 

4.6 J 9.2 

4. 4 9 .0 

6

4

2

0

8

6

4

 

••• 

,
 
．
．
 

8

8

8

8

7

7

7

 

―
―
―
―
―
―
―
 

0

8

6

4

2

0

8

 

••••••• 4

3

3

3

3

3

2

 

月2
 

．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 

•••••••••••••••••••• 

｀
 

~………………

••10 

,＇ ~·:·…………

·:9 

:
・
・
:
・
:
・
:
・
・
:
 .... 
8
 

7
年

，ヽ`
 

A. 

6

2

 

5
成

`
…
·
:
·
…
…

•
•
4

平

`

3

 

ヽヽ、

••••••••••••••••••••••• 

2
 

ヽ

••••••••••••••••••••••• 

ヽ

2

••••••••••••••••••••••• 

、

ー

．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 

ヽ

：

・

：

・

:

1

0

＇ 
ヽ

................ 
9
 

‘、
ヽ

~•8 A·:·:•7 

6
年

たヽ

：

・

・

:

・

:

5

元

• 
9
 

.

.

.

.

.

.

.

.
 .
 

-
·
·
:
·
…
…
…

•
4

成

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.
 

3
 

•
、

2

平

L
:
・
:
・
:
・
:
・
・
:
1
 

2
 

ヽ

：

・
・
:
・
:
・
:
・
:
・
:
・
・
・
:
1

ヽ、

し

…

…

…

…

・

・

:

・

:

・

：

ー

＾
：

・
・
:
・
:
・
:
・
:
・
:
・
:
1
0
 

¥
>
 

．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 

9
 

..................... 
8
 

7
年

｀
 
．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 

3
 

今~6 

6
 

5

0

 

禾
4
カ
ロB
 

3
 

2
 

0

5

0

5

0

 

2

ー

ー

4.2 ---18.8 

R 畜産技術 1992年 1月号



●表16 廃用状況 単位：頭．％

区 分 元 I z 年
＋ ' 低能カ・老齢 4 I 2 

繁殖障害・不受胎

゜
I 

゜乳 房 灸 2 

I 
2 

乳 器 障 害 I I 

疾 病 等
I 

3 

t 
I 

t 
計 10 6 

＋ 

廃 用 率 29.2 I 16.6 

●繁殖成績 単位：日．回

均

数

6

8

 

回付

I

I

平

種

＋

・

初

数
訊

回

担

8
0
9
6

ィ

分

種
,
1
1
1
1
4
,
1
1
 

均

数

6
4
6
1
 

日し
U

子

平

乾

l

,

 

均

数

9

2

 

0

4

 

日胎

I

I

平

空

＿

＿

ー

均

隔間

1
3
-
9
9

4

3

 

娩

平

分

ー

'
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―

年

元

分区

2

●表17 経済性 （経産牛 1頭当たり但し育成牛分を含む）

径営技術．経営収益分析 単位：円，%. kg, 回

I 農家名生産乳量脂肪平芦指固形工牛孔~;;上，9月入§司朽費
↓ 

B 6.680 : 3.81 I 8.61 ; 742,844ヤ321、10;
- I + 

位）生炊 種付村 1所得額 所得率r"し飼比十種付回数
一寸—- ----1- I I —- -+ --

21,3s1.6・11.4o8.3'119,992! 22.1 I 43.2 1.8 

粕利用上の要点

ビール粕利用上の要点

〇ビール粕の特徴は，サイ ロ排汁は自重で 3

-4%あり上層部と下層部に品質差が大き

く，変敗粕給与は脂肪率の低下となる，乳

酸醗酵により良質なビール粕を通年平衡給

与が可能となる。

0サイロ容積は利用最によって取出しは平均

に10cm以上とし掘取りは不可，就成日数 2

-30日を想定し基数を設置する。

0年間安定した給与旦が確保できるので，牛

体調が安定し泌乳量が増加し乳質も向上す

る

豆腐粕利用上の要点

0豆腐粕の水分と蛋白質は ビール粕に近いが

粗繊維が少なく，品ごとにバラッキが大き

し、

心な配慮がされていない。ことに粕の利用は

新鮮な粕が一定醤，毎日利用できることは困

難となっており，安全良質なサイレージ技術

導入が望まれる。

生産原価の中で費用割合が高く，然も生産

活動を左右する飼料の年間給与計画に沿った

飼料の確保が経営の要であるだけに，通年サ

イレージ給与等，効率的な土地利用とともに，

都市部に容易に入手できる，粕類の合理的利

用が都市酪農の低コスト，高収益への活路と

思われる。又，繊細か合理的管理と，高泌乳

牛群への質的改良等，未だ多くの残された問

題があり，収益性の高い安定した経営体質へ

の努力が期待されている。

0季節性のある粕は発生量が異なり，多給と

なり易く，栄養障害が懸念され，繁殖障害，

乳房炎，肢蹄疾患の原因となりやすい。

0豆腐粕は自重脱水しないため， ビートバル

プ穀類等水分調節材を必要とする。

豆腐粕80%(水分83%) ビートパルプ20%

（水分13.4%) を混合し70%に調整し30日

間貯蔵し良質の豆腐サイレージを得る，乳

酸菌添加の場合もあるが必要としない）

0生粕より欠点である栄養の偏りが是正させ

安定した品質を給与できる。

全国畜産関係者名簿

1992年版 11月1日発行 好評販売中

定価 6,500円（消費税・送料共）
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ポプラの細胞壁成分の物理化学的性質及び消化性に及ぼす蒸煮爆砕処理の影響

B. Toussaint al 
Effect of steam explosion treatment on the physico-chemical characteristics 

and engymic hydrolysis of poplor cell wall components 
Anim. Feed Sci. Tech 32, 235-242 (1991) 

蒸煮爆砕処理は，木材のような高繊維質の

消化性を高める手段として非常に有効である。

蒸煮条件は通常， 200-260℃, 20-50気圧と

し，材料を数分間処理した後，急激に常圧に

戻す。その結果，材料に含まれるヘミセルロ

ースは加水分解され水溶性となり，セルロー

ス及びリグニンは低分子化されるため，消化

性は著しく改善される。

本実験では，ポプラのチップを種々の条件

で蒸煮処理し，化学成分及び消化性に及ぼす

影響を検討した。ポプラの成分は，セルロー

ス48%, リグニン21%, ヘミセルロース30%

であった。蒸煮処理時間を 3分間に設定し，

処理温度を218℃から248℃ まで高めるに従っ

て，水溶性の糖類含量はむしろ低下し，条件

をきつくするとヘミセルロースから糖ができ

ずに，フルフラールが生ずることが推察され

た。蒸煮処理する前に， 24時間〇.4%の硫酸1:
チップを浸漬しておくと，より短時間 (2分

間），低温 (201℃-225℃)の条件でも，硫屑

処理しないチップと比較して， より多くの得

類ができ，消化性も高まることが明らかとな

った。このことは，木材のリグニンと炭水化

物の結合は，酸性条件下で容易に加水分解さ

れることを示している。最も良い処理条作

(0.4%硫酸に24時間浸漬し， 225℃で 2分開

処理）では，乾物中32%の水溶性糖類が生じ

24時間のセルラーゼ消化により，水溶性糖月

の70%がグルコースとして回収された。

（田辺忍農水省畜試）

オーエスキー病ウイルス：

E種類のウイルス株に感染した豚の体内における
新遺伝子型ウイルスの発生について

Henderson. L. M., el al.: 
Recombination of pseudorabies virus vaccine strains in swine. 

Amer. ]. Vet. Res. 52 (6), 820-825 (1991) 

［訳者注：本誌1991年 5月号において，関連

の文献，すなわち，羊の体内において，表記

のことが起こることを紹介した。今回の報告

は，豚の体内でのことである。前回と同様，

米国農務省獣医局研究所からの報告である。］

試験に用いたウイルス株は米国内で市販され

ている 2種類のワクチン由来ウイルス株， A

及びE株で， A株はBarthaウイルス株を弱裔

化した通常のワクチン株， E株は遺伝子操作

によって人為的に作製されたワクチン株であ

る。その遺伝子表現型は， A株がTK+, gX+, 

/3ガラクトシターゼ—, E株は， TK-,gX-, fi 
ガラクトシターゼ＋であった。この 2種類のウ

イルスを， 3 B令の子豚の鼻腔・ロ腔内また

⑩ 畜産技術 1992年 1月号



は筋肉内， またはその組み合わせによって，

同時に接種し，接種 3日以降に接種子豚の各

種臓器からのウイルス分離を行った。その結

果， AまたはE株を単味で接種した対照試験

の場合には，接種ウイルスと同一の遺伝子表

現型のウイルスが回収されたのに対して， 2 

種類のウイルス株を同時に接種（混合感染）

した場合には，接種（両親）ウイルスとは異

なる新しい遺伝子表現型 (TK+,/3ガラクトシ

ターゼ＋）のウイルス，すなわち遺伝子組換え

ウイルス，が回収された。野外株ウイルスに

既に感染し，潜伏感染状態にある豚にワクチ

ン接種を行った場合，野外株ウイルスとワク

チン株ウイルスの間で同様のことが起こる可

能性が高く，特定遺伝子マーカーに対する免

疫抗体の有無を指標として， 自然感染豚とワ

クチン接種豚を識別しようとする防疫対策に

は注意が必要である。

（嵩取一郎 農水省家衛試）

田園アメニティ論

武内和彦 ・ 横張真• 井手任著

養賢堂刊 228頁 (1990)

アメニティとは，快適性とか住みやすさと

いった意味をもつ語として近年日本でも認知

されてきた。従って，本書の内容も時代を反

映して，生産性の向上ではなく，生活• 生産

環境を重視した農村計画論となっている。す

なわち，糞尿 ・農薬といった個々の要因が環

境におよほす影響を評価するのではなく，農

村を人間性回復の場として位罹づけ，広い視

野で総合的な計画を立てる際の理念や手法が，

主として土地利用計画の立場から展開されて

いる。

本書は 5編からなる。現代の農村環境シス

テムが再編の時期を迎えるにあたり，その取

り組み方を論じている第 1編に始まり，以下

農村の各環境保全機能の評価，田園アメニテ

ィ空間としての農村のあるべき姿，土地利用

人 の 動 き農林水産省試験研究機関

(12月 1日付）

0畠山英夫 家畜衛生試験場製剤研究部長

（家畜衛生試験場北海道支場長）

0吉野知男 家畜衛生試験場北海道支場長

（家畜衛生試験場束北支場長）

0照井信一 家畜衛生試験場東北支場長

（北陸農業試験場水田利用部畜産研究官）

秩序の再編というテーマで展開し，第V編で

日本の国土にふさわしい緑農都市づくりを提

唱して終わっている。

農村計画自体が確立した領域とはいえない

ため克服すべき課題も多く，既発表論文をも

とに再構成した専門・教養書であるため難解

な用語 ・手法もある。しかし，写真 ・図表を

豊富に使い，現時点での最新の理念と手法が

具体例を挙げて丁寧に説明されているため，

ある程度読み飛ばしても主旨は理解できる。

農村の環境を改善していこうという人あるい

は創造する立場にある人にとっては，農村と

都市を有機的に結ぶ農村型リゾートのあるべ

き姿を考える際の資料とみなすだけにしても，

ー読の価値があるであろう。

（佐々木寛幸 農水省草地試験場）

0南 哲郎北陸農業試験場水田利用部畜産研究官

（家畜衛生試験場企画連絡室）

0権藤昭博 北海道農業試験場企画連絡室研究交流課

長（北海道農業試験場畑作管理部大規模機械化研

究室長）

0中西雄二 九州農業試験場畜産部育種繁殖研究室長

（草地試験場放牧利用部繁殖技術研究室）
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籍摸えDNA技術に係召旨針

古賀政男 (MasaoKoga) 

農林水産省農林水産技術会議事務局パイオテクノロジ一諜

我が国においては現在，科学技術庁，文部

省，厚生省，農林水産省，通商産業省の 5省

庁が組換えDNA技術についてそれぞれの所

管分野に対して安全利用を目的とした指針を

策定していることを前回紹介した。

組換えDNA技術を利用して作ったものは，

全てこれら指針に定められた手続きにしたが

って実用化に移されている。

組換えDNA技術の実用化の第一歩は，組換

えDNA技術により組換え体を作出すること

である。これは組換えDNA実験であり，実施

する機関により科学技術庁又は文部省の定め

る「組換えDNA実験指針」にしたがって行わ

れている。「組換えDNA実験指針」は，文部

省，科学技術庁がそれぞれ昭和54年に策定し

たが，組換えDNA実験の実施件数は，組換え

DNA技術の普及及び利用分野の拡大に伴い

飛躍的に増加しており，これまでに約 3万件

に達している。

実験指針には，実験に用いる材料の安全性

に応じた封じ込めのための甚準が定められて

いるが，膨大な実績に碁づく知見の集積によ

り，策定以降，基準の緩和が進められている。

特に今年は，文部省，科学技術庁ともにかつ

てない大幅な基準の緩和を行うとともに，組

換え動物固体の管理の方法についても明示さ

れるようになった。実験指針では，こういっ

た管理された状況で組換え体の安全性の確認

及び有用性の調査を行うことを求めている。

このような実験段階で安全性が確認され有

用性が見込まれるものについて実用化に移し

ていこうとするのが産業利用段階である。産

R 畜産技術 1992年 1月号

業利用段階は，厚生省，農林水産省，通商i
業省が所管しており，厚生省は医薬品産業

農水省は農林水産業等，通産省は鉱工業を｝

象としている。組換え体の利用形態には， i

換え体をそのまま利用する場合と，組換え＃

が生産するものを分離して利用する場合加

る。指針の内容としては，厚生省と通産省I;

タンク培養等による工業的な利用について］

めているのに対して，農水省では，それにj

えて特段の封じ込みを行わない開放系で紐§

え体そのものを利用する場合も対象として＼

る。これら産業利用指針にしたがって，医｝

品分野では微生物を用いたインシュリンなと

の生産，鉱工業分野では洗剤に用いるタン）

ク質分解酵索などの生産をはじめとして，31

件近い組換えDNA技術の産業利用の実績｝

あり，既に我々の日常生活に密着した技術1:

なっている。

農林水産分野等のうち畜産関連分野でも1

用化に近づきつつあることは既に紹介した。

組換え微生物による目的の物質の大量，安11

安定的な生産，植物では飼料作物の育種改〗

などである。動物では，産業動物の育種改且

組換え動物による有用物質の生産，疾患モテ

ル実験動物の開発などがある。疾患モデルt
物については，種々の疾患のモデル動物が〖

発されており，実際に医薬品のスクリーニ）

グに用いられて精度の高いデータが得られt

例もある。

組換えDNA技術は，将来のバイオテクノ P

ジーの中核を担うものとしてその発展に大き

な期待がかけられている。育種手法として｝

ても，望ましい形質を発現するために必要t

遺伝子のみを正確に導入し得るという優れt
面があり，さまざまな利用目的にかなった4

物を従来の手法よりも手軽に作出することか

可能である。

今後さらに組換えDNA技術に向けられt

期待に応えられるよう，関係機関は協力し1

その健全な発展に努めているところである。



D叫 経営形態別事業体数及び年麟層別経営者数 l 
●農業は地域を問わず，個人又は一世帯で経

営しているものが圧倒的に多い。

特に，米国でも，経営体数でみる限りは，

家族経営によるものが多いが，規模は会

社・法人経営に比べれば小さい。

●表 1 経営形態別事業体数

国 名
事業体 個人又は 二人又は

計 1世帯 2世帯以上

エチオピア 4,893,300 4,637,400 

力 ナ ダ 318,361 275,779 29,534 

アメリカ合衆国 2,240、976 1,945,639 222,274 

プ ラ ジ ）レ 5,159,851 4,520,488 272,383 

1)日 本 4,388,240 4、376,013 3,655 

フィリピン 3,420,323 3,399,655 154 

夕 イ 4、018,427 4,012,970 

西 ド イ ツ 850,006 3)845,310 

オ フ ン ダ 148,674 146,367 

ス ペ イ ン 2,375,327 2,342,926 

イ ギ リ ス 268、560 251、300

チェコスロパキア 1,391, I 02 I ,339, 962 

ハンガリー 798,545 796,978 

ユーゴスラビア 2,679,581 2,676,341 

2)オーストラリア 175,756 49,779 107,959 

ニュージーランド 71,505 39,947 21,020 

●東欧では，民主化の進展により政府系機関

の経営から個人又は協同組合的組織へと経

営形態の転換が進んでいるといわれる。

●会社，法人のシェアーが全事業体の 1割を

超えているのはニュージーランドのみである。

単位：事業体

会社・
協同組合 集団組織 政府機関

法人

59,792 

3,683 12,545 285,654 

2,966 1,497 1,227 

4,978 1,057 1、353

4,770 687 

1,821 

2、778 20,039 

1,855 49,285 

1,435 129 

623 

7、872 168 

9,206 141 926 

注： I) 日本の事業体計は，農家以外の事業体を含む。二人又は 2世帯以上は，協業経営体数。

協同組合は農協のその他の農業団体である。

2) 内訳は，農業企業 (Agriculturalenterprises) のみの数値である。

3) 「二人又は 2世帯以上」のものを含む。

●日本では，農業経営者の高齢化が問題とな

っている。 (55オ以上の経営者割合は66%)

•ECでも，近年，担い手の高齢化等のため

に，農業経営体数が減少しており，今後も

●表？．年齢階層別経営者数

国 名
経営者

計
24歳以下

エチオピア 4,893 597 
力 ナ ダ 318 12 
アメリカ合衆国 2,241 62 

1)日 本 4、137 41 
韓 国 2、I55 41 
夕 イ 4) 4,009 122 

2)デンマーク 123 5 
フ フ ン ス I ,263 16 
イ 夕 リ ア 3,251 86 

3)オ ラ ン ダ 146 2 
ス ペ イ ン 2、343 18 
イ ギ リ ス 25 I 2 

2)ハンガリー 797 48 

減少が見込まれている。 55オ以上の経営者

割合が 5割を超えている国といえば，デン

マーク，イタリア，スペインがある。

単位： 1,000人

25~44 45~54 55~64 65歳以上

2,638 802 467 389 
128 81 66 32 
737 505 536 400 
448 907 2,049 691 
780 628 6) 706 

I ,874 I ,043 609 292 
I 9 27 33 37 

3 I 6 409 313 209 
599 806 863 897 
50 43 36 16 

5) I ,080 643 601 
70 68 67 44 
135 179 206 230 

9王： I) 経営者数は，農業にたずさわっている農家世帯主数であり，農家数とは一致しない。年齢陥層区分は， 16歳~29

歳 30~39歳， 40~49歳， 50~64歳である。 2) 年齢階層区分は， 29歳以下， 30歳~39歳， 40歳~49歳， 50歳

~59歳， 60歳以上である。 3) 個人及び協業経営体のみ。 4) 年齢不詳を含む。 5) 25歳~54歳 6) 55 

歳以上

畜産技術 1992年 1月号 Oり



一 平成e年農業産出額

＞ 

平成 2年農業総産出額（概算）は，鶏卵等 降高値であったことにより 17.2%と大幅にi
の産出額の増加により 11兆4,240億円と前年 加したため， 3兆674億円（構成比26.9%)七
に比べ3.4%増加した。 と， 2.6%増加した。 「・

畜産部門の産出額は，肉用牛，乳用牛が前 また，生産農業所得（概算）は 4兆7.S94u侶
年並みとなり，連続して減少を続けている豚 円で，前年に比べ3.8%増加した。 狂
の減少率が低下したのに加え，鶏卵が 8月以

担l
●農業産出額の推移 単位：億~ I で，

畜 産
生産 参考 7

年次 I:: 耕種計「］ロ 計 肉用牛乳用牛 豚 鶏 その他 農業 生産 7゚さ
畜産物 所得 農菓

所得幸笏日ノt 

昭30 16.617 14、062 8.634 I ,856 314 333 255 247 855 764 107 11,411 
68o/ ,;,:i -

35 19,148 15,415 9,074 2,913 375 635 486 559 1,205 1,063 139 12,387 64.1チ、＇
40 31,769 24、161 13,691 6.628 754 I ,461 I. 169 1,412 2,759 2、270 242 18、982

"t :1哩¢
45 46,643 34,206 17,662 10,835 974 2,834 2,333 2,538 4、142 3,062 347 27,293 56. 
50 90,514 65,012 34,658 23,404 2,467 5,655 4,648 7,333 7,471 4,776 478 52、054 57. 
55 102,625 69,660 30,781 30,677 3,705 8,086 6,715 8,334 9,752 5,748 799 45、839 44. 
60 116、295 82,996 38、299 31、686 4,727 8,876 7,596 7,910 9,342 5,099 830 43,800 37.lさi
61 114,232 81、203 37,566 31,469 4,772 8、751 7,452 7、340 9,829 5,707 778 42、018 36.8 

(1 62 105,814 75,937 32,697 28,608 4,987 8、216 6,888 6,829 7,769 3,740 807 38、352 36、1
63 I 05, I 05 75、289 30,347 28,553 5、272 8,521 7,082 6,589 7,479 3,770 693 40,009 38J 1 

平元 110,526 79,234 32,266 29,883 5,737 9,129 7,546 6,411 7,843 4,038 764 46,145 41 ! 増｝
*2 114,210 82,429 31,959 30、674 5、751 9,055 7、634 6、316 8,683 4,733 868 47,894 41,9 

て＼
60 △ 0.7 △ 0.6 △ 2.5 △ 0.8 13.2 2.3 2.5 △ 10.3 △ I .0 3.9 I. 5 △ 3. I △ 0. 9安：

旦
61 △ 1.8 △ 2.2 △ 1.9 △ 0.7 1.0 △ I .4 △ I .9 △ 7.2 5.2 11. 9 △ 6.3 △ 4. I △ 0.9 
62 △ 7.4 △ 6.5 △ 13.0 △ 9. I 4.5 △ 6. I △ 7.6 △ 7.0 △ 21 .0 △ 34.5 3.7 △ 8.7 △ 0. 

6 J I 年

1.8化:
増 63 △ 0.6 △ 0.9 △ 7.2 △ 0.2 5.7 3.7 2.8 △ 3.5 △ 3 7 0.8 △ 14. I 4.3 減

平元 5. I 5.2 6.3 4.7 8.8 7. I 6.6 △ 2.7 4.9 7. I 10.2 15.3 3.8 輻I率
(%) *2 3.4 4.0 △ 1.0 2.6 0.2 △ 0.8 I .2 △ I .5 10.7 17 .2 13.6 3.8 0.1 

家
昭30 100.0 84.6 52.0 II. 2 I. 9 2.0 I .5 1.5 5.2 4.6 0.6 1り，
35 100.0 80.5 47.4 15.2 2.0 3.3 2.5 2.9 6.3 5.6 0.7 

構 I 40 100.0 76.0 43. I 20.9 2.4 4.6 3.7 4.4 8.7 7. I 0.8 
45 100.0 73.4 37. 9 23.2 2. I 6. I 5.0 5.4 8.9 6.6 0.7 ーの．

成 1 50 100.0 71 .8 38.3 25.9 2.7 6.3 5.2 8.1 8.3 5.3 0.5 ―必
55 100.0 67.9 30. I 29.9 3.6 7.9 6.6 8. I 9.5 5.6 0.8 

ね比 1 60 100.0 71 .4 32.9 27.2 4. I 7.6 6.5 6.8 8.0 4.4 0.7 
61 100.0 71. I 32.9 27.5 4.2 7.7 6.5 6.4 8.6 5.0 0.7 —本

(%) I 62 100.0 71 .8 30.9 27 .0 4.7 7.8 6.5 6.5 7.3 3.5 0.8 ―は，
63 100.0 71 .6 28.9 27.2 5.0 8.1 6.7 6.3 7. I 3.6 0.7 、・

平元 100.0 71. 7 29.2 27.0 5.2 8.3 6.8 5.8 7. I 3.7 0.7 ーの
*2 100.0 72.2 28.0 26.9 5.0 7.9 6.7 5.5 7.6 4. I 0.8 ーの

る；.王.： I 昭和so年以前については，沖縄県を含まない。 3 ＊は概算
2 対前年増減率の生産農業所得率 欄は，対前年対差である。 〒

Tel 
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0. ピックス

「畜産用データキャリア研究会」開催

94! 牲畜産技術協会は， 12月5日に主な家畜の

t録協会，全国肉用子牛価格安定基金協会，

p央畜産会等の出席を得て「畜産用データキ

億Fi"リア研究会」を開催した。

了テータキャリアシステムは，マイクロチッ

― 
産プを装着した物体がアンテナの前を通過した
婁

竺易合，予めマイクロチップに記憶されていた

，：コード番号を読み取る。あるいは，マイクロ

チップに情報を書き込む装置で，工業，流通

9.i分野で急速に普及しつつある。
6.1 

7.: 
これを畜産に応用することにより，家畜管

4,'哩の自動化，個体情報管理の合理化等が期待

り．．される。
6.i 
b (初日本家畜輸出入協議会設立される

s., 家畜の輸出入，特に輸入については，改良

：増殖を図るための種畜の導入，査源の不足し

五ている肉用牛の導入等を通じて我が国畜産の

19安定的な発展に大きな役割を果たしてきた。
u 
.6 最近は，円高の定着，国民の食生活の多様

.i化等を反映して動物検疫施設の収容能力を大

.8幅に上回る輸入希望が寄せられており，対象

〗家畜も牛，馬，豚，めん羊から鹿にまで広か
ーり，仕出し国の広域化も進展している。

： こうした状況は家畜伝染性疾病の浸入機会

］の増加につながり，我が国の家畜改良増殖に

＝必要な種畜の秩序ある導入の障害ともなりか

ーねないことを踏まえ， 11月22日に社団法人日

ー本家畜輸出入協議会が設立された。同協議会

：は，今後家畜の輸出入に係る家畜防疫の知識

ーの普及啓発，海外の優良種畜等に関する情報

一の収集及び提供等を図っていくこととしてい

る。

〒108東京都港区三田3-11-9大坂家ビル 6F 

Tel03-454-1435 

<J <J <J <J <J <J <J <J <J 

豚肉の調整保管の実施についと

豚肉は季節的な生産増加期を迎えており、

枝肉卸売価格が10月下旬から低下傾向にあっ

たが、 11月下旬には東京・大阪市場の「省令

（上、極上）」規格加重平均価格が安定碁準価

格 (400円/kg) を下回って推移した。

このため、農林水産省は、 10月22日に「畜

産物の価格安定等に関する法律」に甚づく生

産者団体（全農、全畜連、全開連）による調

整保管の実施計画期間に係る告示を行うとと

もに、 12月2日付けで各団体の保管計画を認

定した。

生産者団体は、今後の価格動向に応じて中

央卸売市場、食肉センター等で豚肉の調整保

管（買入れ、凍結保管）を行い、相場を安定

基準価格水準に支えることとなる（保管実施

期間は 3年度末まで）。

ダンケル作業ペーパ集配布

11月21日， 8ヵ国高級事務レベル非公式農

業会合において，ダンケル議長は，議論の素

材となるべき「作業ペーパー素案」を配布し

tヽ
し一〇

作業ペーパー索案は，本文と 13付属書から

なり，今までの技術会合の議論を要約したも

のである。また，本ペーパーは，農業に関す

る合意の基本的な東欧を確立するための碁礎

を提供するものとして位置付けられている。

特に，注意を向けるべき点として，①特別

セーフガードと結びついた包括的な問題化，

②削減の対象とならない政策の定義と削減対

象政策の削減幅，③主な直接的な輸出補助金

の削減と削減幅等が挙げられている。

「包括的な問題化」という記述に対して，

我が国は，これを改めることはできないと強

く主張し，カナダ等も我が国に同調した。「青」

の政策の範囲及ぴ輸出補助金の議論において，

畜産技術 1992年 1月号 e 



ECと米国・ケアンズが対立した。議論は各国

がそれぞれ意見を述べたのみで実質的進展は

なかった。

米国 ・EC間のUR農業協議

米国・EC首脳会議が， 11月9日，オランダ

のハーグで開催され，米側が輸出補助金の削

減幅等について柔軟性を示し，米・EC間が合

意に近づいたと見られていたが，その後の両

者の閣僚級，次官級の具体的な事項に及ぶ協

議では，その隔たりが大きいことが再び明ら

かになったと伝えられる。

一方，米国の国内では，首脳会議の話会い

が農業交渉の成果を小さなものにするのでは

ないかとの批判の声が起こっている。

両者の主要な対立点としては，

①輸出補助金の削減方式（予算割と数量）と

削減幅

②関税化に当たっての一部品目の譲許税等の

引上げ（リバランシング）

③関税化を行う際の初期関税水準等の計算方式

④所得補償補助金を｀青”の政策とするか

⑤削減期間中の 5年間は，米国が301条（一方

的措置を発動しない）等がある。

農林水産技術会議「プロジェクト研究」に

ついて

プロジェクト研究を進めて行くなかで，研

究計画を立てた時点では予想できなかった課

題や予想以上に重要な成果が期待される課題

が生ずることである。農林水産技術会議では

この様な研究に迅速に対応するため，昭和60

年度から「プロジェクト研究調査費」を設け

て，積極的に支援している。今般、平成 3年

度の研究候補課題として10課題が取り上げら

れた。畜産関係は，次の 3課題である。

・ 植物と微生物の核・オルガネラ内部立体構

造の観察手法の開発（草地試）

．抗体によるマイコプラズマ増殖抑制機構の

解明とその利用に関する研究（家衛試）

・フィッシュサイレージによる牛肉生産技術

の開発（北海道農試）

R 畜産技術 1992年 1月号

行事予定

公害対策技術研究会「快適環境を求め

ニオイとその評価法一

1月17日（金10: 00農水省共用第 9会議産

農林水産技術会議事務局主催

(1) ニオイ感知のメカニズムとアロマコロ

(2) 生理的計測法によるニオイの評価

(3) 物理・化学的計測法によるニオイの，

(4) 悪臭評価の現状と展望

(5) 悪臭研究の現状と複合臭評価

インフォメーション
「農林水産省依頼研究員制度」について

農水省では，農林水産本省，林野庁，

庁に付属する29の国立試験研究機関につI

昭和38年度から省外の研究員の受入れを

てきている。これは，一種の内地留学赫

もいうべきものであり，都道府県や農林1

業に関係する試験研究を行う法人等の長：

国立試験研究機関の長に対し，所属すが

員の受入れを依頼することから「依頼粧

制度」と呼ばれている。

制度発足当初は，主として都道府県試i

究機関の研究員の資質の向上を図る見地

実施されてきたが，バイオテクノロジー！

進展に伴い，民間からの要請が増加した1

二度にわたり定員の拡大を行い，平成zl
には約300名の研究員を受け入れた。 1 

受入れ対象資格者は，原則として， 4
頼研究員は研究歴 1年程度以上の者，専f
頼研究員については，研究歴 5年程度以l
者とされている。

受入れ期間は，原則として，一般依頼f

員については， 2ヵ月以上 6ヵ月以内，[

依頼研究員については， 6ヵ月以上 9ヵf
内とされている。

平成 4年度の募集は， 12月末日にf"-tJlf 

たが，毎年募集されているので有効に活f
たい。受入れ可能な研究等については受｝

試験研究機関の企画連絡担当部局まで。
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群罵県畜産技術運匿の紹介と

r上州牛肉Jについて

1 群馬県畜産技術連盟について

群馬県の畜産は，大消費地に近い有利性と

畜産物需要の増加等を背景に進展を続け，飼

養頭数で乳用73,300頭（全国 4位）肉用牛

71,700豆員 ( II 9 f立）， n尿686,100弱員 ( II 4 f立）

と全国でも屈指です。生産額では，平成 2年

度は約1,131億円で，これは本県の農業粗生産

額の38.3%を占め農業の基幹作目となってい

ます。しかしながら，全国的な傾向でもあり

ますが，本県においても，飼蓑農家戸数では，

減少の一途を辿っており，また近年の急速な

市街化の進展と飼養規模の拡大等に伴う環境

汚染といった問題も抱えています。

「群馬県畜産技術連盟」は，（初畜産技術協会

の誕生を受け，この会員組織として，平成 2

年10月26日に発足しました。本年度に入り組

織の拡充強化を図るため，新規会員を募りま

したところ，旧会員76名に新たな会員80名と

賛助会員19団体を迎え総数175会員の組織と

して生れ変りました。現在の会員の状況は次

のとおりです。

賛助会員 19団体

（経済農業協同組合連合会，牛乳販売

農業協同組合連合会，酪農指導検査協

会，畜産会，家畜畜産物衛生指導協会，

競馬組合，馬事公苑，家畜登録協会，

農業共済組合連合会，畜産物価格安定

基金協会，家畜商商業協同組合，学校

牛乳協会，配合飼料価格安定甚金協会，

獣医師会，動物薬品器材協同組合，神

津牧場，食肉卸売市場，食肉公社，群

馬くみあい飼料）

個人会員 156名

県関係（畜産課及び家畜保健衛生所等の

県出先機関に所属する職員72名）

団体関係（賛助会員となっている団体に

所属している職員82名）

その他 2名

このように，広範囲な会員構成となりまし

たので，県畜産技術連盟としては，会員相互

の連携強化を図りながら，研修会等を開催し，

畜産の抱える問題や，対策等について，討議

していく計画です。

2 群馬県牛肉品質向上対策協議会が発足

本県の肉用牛についてみると，全飼育頭数

の約 7割を占める乳用種は輸入牛肉と競合す

るため，価格が低迷しています。ところが黒

毛和牛は，最近ニュースでも話題になった「紋

次郎」等の優良品種も多く，対米輸出も始ま

るなど品質• 安全性で高い評価を得ています。

しかし，この事実があまり知られていないた

め，全国的な評価は今一つです。これらの状

況を打破し，輸入自由化や国内産地間競争に

対抗できる「上州牛」プランドの確立と良質

牛肉の安定的生産を目指して，平成 3年11月

14日に県牛肉品質向上対策向上協議会が設立

されました。構成組織は県や県経済連，県牛

肉肥育農家協議会など10団体です。東京都内

のデパートヘのアンテナショップの開設や試

食会を計画していますので，機会がありまし

たら，是非試食して下さい。きっと，「群馬県

は強敵だ/」と思われることでしょう。

なお，終わりになりましたが，「群馬県畜産

技術連盟」の発展のために，拙畜産技術協会

を始め，全国都道府県の畜産技術連盟の会員

各位のご指導，ご支援を賜りますようお願い

申し上げます。

（柚木芳雄）

虹産技術 1992年 1月号 〇》
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社日本初生雛鑑別協会

の紹介

設立の目的

本協会は，昭和34年 4月，「初生雛の鑑別技

術の進歩発達及び普及を，はかることにより，

養鵠経済の発展に資するとともに，あわせて

会員の社会的地位の向上を期することを，目

的（定款第 2条）」として設立されました。

事業の内容

1)初生雛鑑別師の養成

本会鑑別師養成所（名古屋市）において，

毎年，通常 4-8月の 5カ月間，初等科コー

スを開講し，鑑別師の養成を行っています。

2)鑑別師の検定と登録

年 2回（春，秋）初生雛鑑別師の技術考査

と資格認定を行います。鑑別師の資格は，高

等鑑別師一種ですが，この資格取得には，前

述の初等科，ないしは，特別研修科(2カ月）

を修了した者で，且つ予備資格試験合格が，

条件となります。高等鑑別師考査に合格した

者は，正会員として登録されます。

3)鑑別競技会の開催

鑑別技術の向上を，はかるため，毎年 1回，

農林水産祭参加行事として，全日本初生雛雌

雄鑑別選手権大会を開催します。

4)鑑別師の海外派遣

毎年，海外諸国へ鑑別師を派遣しており，

平成 2年度には，欧州10ヵ国へ83名，北米に

25名の実績をあげています。

5)鑑別技術の普及・宣伝

国の内外において，派遣事業と平行して，

鑑別技術のPR活動等を行っています。

協会の組織

本部（東京都千代田区，会長中西幹育），鑑

R 畜産技術 1992年 1月号

別師養成所（名古屋市）の他に，全国に， 8

支部を置いています。会員は，正会員（高等

鑑別師と孵卵業者），準会員（高等鑑別師の債

格未取得者），並びに賛助会員で構成されてい

ます。平成 2年度末現在の会員総数は， 465名

（内，高等鑑別師は415名）です。また会員

は，本部とともに，居住地域の支部にも所属

します。

初生雛鑑別の現状について

初生雛の鑑別技術は，大正末期に我国で『

発され，爾後この技術を習得した鑑別師が，

多数輩出し，戦前戦後を通じ，その優秀なh

術をもって，我国はもとより，世界の養鶏産

業発展の重要な一翼を担って，今日に至って

おります。

しかしながら，近年，鑑別師を志望する若

者は，遺憾ながら，減る一方でありまして，

事態は，甚だ深刻です。その背景には，慢性

化した人手不足という昨今の経済社会現象も

ありましょうが，矢張り何といっても，こり

鑑別という，極めて厳しい習練と高い水準を

要求される技術に，適わしい収入が伴わない

という所に，若者離れの原因がある様です。

かかる現状は， 日本の養競産業にとって，近

い将来，鑑別師の後継者不足という憂慮すぺ

き事態を招来しかねないとして，本会は農林

水産省等のご尽力を得て，昨年，畜産振興庸

業団より，鑑別師の養成事業に対し，甚金1:

よる助成を受けました。

本会は，この助成をテコに，鑑別師養成rk

の入所経費の大幅な切下げを行うなど，次代

を背負う，若い優秀な技術者の安定的確保1:

全力で取組んでおります。

終りに，会員各位のご支援，ご指導を切1:

お願い申し上げます。

（宮田斉）
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●テンポイント優駿BOOK=l

美しくも哀しい名馬が鮮かによみがえる。

文•吉川良写真・今井寿恵/1,500円／〒450円

●月刊優駿
競馬グルメの月刊誌。毎月 25日発売。

600円／〒80円

●競馬を読めば
古今東西、競馬の名著を紹介。

武市好古/I、600円／〒400円

●日本の名馬・名勝負物語
あの名馬• あの名勝負が甦える。競馬害籍
のロングセラー。
2,260円／〒450円

●ウマから生まれた馬の本
馬好きに贈る好奇心100%の本。

中央競馬PRC編/I,300円／〒400円

●競馬—サラプレッドの生涯及び英国競馬小史

英国で高い評価を得ているテニス・クレイ
グの古典的名著、翻訳• 佐藤正人

2,780円／〒450円

●名馬物語

時代とともに生きた名馬たちがよみがえる。

藤野広一郎/1,500円／〒400円

●サラブレッドの研究

サラプレッド博士・野村晋一のライフワーク！

4,940円／〒500円
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|エネルギー補給と生産性向上に
ナイアシン配合JV,ーメンゞイパス油脂

◎口事全薬工業粽式~ff
福島県郡山市安積町笹川字平ノ上1

乳脂肪の脂肪酸構成の約半分が飼料中の）指肪

由米し、残り半分がルーメン内て‘‘産生されるVF,1

の酢酸と酪酸に由米します。飼料中の脂肋i:"

ルーメン醗酵に悪影響を与えず、 しかも 1本1丸く

の吸収性の良いことが要求されます。

この条件を備えたのがゼンファットBSくペレット〉て‘、す

また、ゼンファットBSくペレット〉の添加により湘

飼料の給与械を多くすることがてきるのて・・,I 

ーメン内ての酢酸・酪酸産生に必要な粗繊維t

確保されます。

ゼンファット BSくペレット〉は、直接あるい

間接的に乳脂率向上に関与します。

ナイアシン配合飼料用バイパス油脂

ゼンファットBS
〈ペレット〉

15kg 




